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（午後４時６分 開会） 

○西岡友和委員長 ただいまから、文教市民常任委員

会を開会し、本日の会議を開きます。 

  初めに、本委員会に付託されました議案の審査は、

クラウド上などに掲載してあります審査順位（案）

のとおり進めたいと思いますので、御異議ありませ

んでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

いたします。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――〇――――――――――― 

○西岡友和委員長 議案第101号から議案第114号まで

を一括議題とします。 

  初めに、ただいま議題となっております各議案の

提案説明については、省略することにしましても御

異議ありませんでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように決定します。 

  次に、資料要求があれば受けることにいたします。 

○梶川文代委員 （資料要求） 

○村口久美子委員 （資料要求） 

○西岡友和委員長 それでは各委員から資料要求があ

りましたので、理事者の皆様方には、その作成のほ

どよろしくお願いいたします。 

  なお、作成された資料は、審査の都合上、あらか

じめクラウド上などに掲載されるよう、委員長から

重ねてお願いをしておきます。 

―――――――――――〇――――――――――― 

○西岡友和委員長 以上で、本日の委員会を閉じたい

と思います。 

  次回は、12月９日（火曜日）午前10時に再開いた

しますので、よろしくお願いします。 

  本日は、これにて散会いたします。 

（午後４時10分 散会） 



文教市民常任委員会審査順位（案） 

 

令和７年11月定例会 

（2025年） 

 

１ 市民部関係 

      議案第101号 吹田市津雲台市民ホールの指定管理者の指定について 

      議案第102号 吹田市高野台市民ホールの指定管理者の指定について 

      議案第103号 吹田市佐竹台市民ホールの指定管理者の指定について 
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ついて 

      議案第109号 吹田市立亥の子谷コミュニティセンターの指定管理者の指定 

  （２）        について 

      議案第110号 吹田市立千一コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 

      議案第111号 吹田市立千里山コミュニティセンターの指定管理者の指定に
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      議案第113号 吹田市立武道館の指定管理者の指定について 

      議案第114号 吹田市立総合運動場の指定管理者の指定について 
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（午前10時 開会） 

○西岡友和委員長 ただいまから、文教市民常任委員

会を再開し、本日の会議を開きます。 

  初めに、質疑時間を十分確保し、審査の充実をよ

り一層図るため、理事者からの資料説明は省略する

ことにいたします。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 議案第101号 吹田市津雲台市民

ホールの指定管理者の指定についてから議案第107

号 吹田市竹見台市民ホールの指定管理者の指定に

ついてまでを一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにいたします。 

○江口礼四郎委員 おはようございます。よろしくお

願いします。 

  まず、今回、議案参考資料にありました管理経費

の提案額について質問します。この数字が毎年、市

民ホールであれば、どのホールも年間240万円ぐら

いですかね。この算定根拠を教えてください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 算定根拠になります

が、全ての市民ホール共通で、管理人に対する報酬

と年休代替要員に係る賃金を対象とした人件費、勤

労者福祉共済制度及び特定退職金共済制度の掛金を

対象とする労災保険料を含めた福利厚生費と事務費

を指定管理費として算定しております。 

○江口礼四郎委員 人件費ということですかね。各ホ

ール何名いらっしゃるんですか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 管理を行っている人

件費として１日１名というふうに配置しております。 

○江口礼四郎委員 そしたら、この運営されてます運

営委員会の方々から、交代で出て管理してくださっ

ているということですかね。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 管理人としては２名

いる中で、日替わりであったり、場合によっては午

前、午後と、そういうふうなシフトにて勤務してお

ります。 

○江口礼四郎委員 すみません、管理人２名で、１日

一人ですか。 

○森田明子市民部次長 運営委員会の方々に管理人と

して出てきていただいているわけではなくて、別に

管理人として雇用していただいているという形にな

ります。 

○江口礼四郎委員 運営委員会の方ではない方が管理

人として１名駐在というか、管理されてるというこ

とですかね。その方の人件費として、この提案額に

なっているという理解でいいですか。そしたら、実

質一人分の人件費で年間、大体この240万円ぐらい

ということですか。 

  現場でその対応、回ってるんでしょうか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 回っているかという

御質問で、１名体制で、２名でシフトで勤務する中

で、特に問題ということとかは直接聞いておりませ

ん。 

○江口礼四郎委員 問題が特にないということで、ど

れぐらいの利用者が年間使われるんですか。ホール

がたくさんあるので、一つ、特に利用者が多いとこ

ろと利用者が少ないところをちょっと提示してくだ

さい。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 令和６年度における

稼働率で申し上げますと、一番多く稼働率が回って

いるのが古江台市民ホールで49.1％、稼働率が少し

少なめなのが桃山台市民ホールで23.5％となってお

ります。 

○江口礼四郎委員 稼働率というと、すみません、ど

ういうことですか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 稼働率、利用率とも

言いますが、稼働率の計算方法としましては、午前、

午後、夜間の時間帯ごとの合計件数を、開館日数と

部屋数で掛け合わせた数で割り、稼働率を算出して

おります。 

○江口礼四郎委員 そしたら、１日に使われてない部

屋も、時間帯も結構多くあるという、この最後の桃

山台の稼働率を見ると、使われてない日もあるとい

うことですか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 時間帯によっては使

われてない部屋っていうのもあります。 

○江口礼四郎委員 休館日も週一度設けられてるんで

すかね。 

  私もちょっと定義が分からないんで、市民ホール

とコミュニティセンターと市民センターのこの違い
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って何かあるんですか。 

○田中満明市民自治推進室参事 センターとコミセン

と市民ホールの違いですが、市民センターといいま

すのは、基本的に地域というよりも市域全体でお使

いいただくというようなイメージです。コミセンも

ホールも市民の方が使われるのは全然問題ないんで

すけど、どっちかといいますとイメージとしまして

は、コミュニティセンターについては、それぞれ千

里山とか内本町とかございますが、そのかいわいの

幾つかの地区において協議会等を結成していただい

て、そこで運営していただくと。ホールにつきまし

てはおおむね小学校区、古江台とか藤白台とか、こ

れはイメージとしては単体で設置されておると。こ

のホールについてはニュータウンに限りますけども、

そういったことで広域なのか、地区に限定している

のか、そういったようなイメージです。ただ、お使

いいただくのは必ずその地区でないといけないとい

うことではございません。 

○江口礼四郎委員 今までの回答からすると、ほぼほ

ぼ地域の方が使っているという認識で間違いないで

すかね。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 市民ホールにおいて

は、地区の方が主に使われているというふうに認識

しております。 

○江口礼四郎委員 地域の方が集まる場所としてある

施設なのかなというふうに今お話をしてて思うんで

すけど、稼働率が23.5％、桃山台であればというと

ころなんですけど、これ、指定管理でするのって、

何ていうんだろう、この稼働率を上げる取組をして

いかなきゃいけないっていうことではないんですか

ね。要は、民間の方々に入っていただいて、お力を

借りて、この施設を最大限活用するという認識で僕

は思ってるんですけど、違いますか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 令和２年度から新型

コロナ感染症の拡大によって、利用される方がかな

り激減しておりまして、それ以降、令和５年度にお

いて、第５類に変わったことによって、それから

徐々に、その当時と比べますと、回復傾向にあると

いうふうな状況ではあります。 

○江口礼四郎委員 回復傾向にあると。 

  たしか、今回の決算の財務諸表に上がってたんで

すけど、このコミュニティ施設事業として、令和４

年・５年・６年度のいわゆるこのコストの分析って

いうのをされてたんですけど、確かに今の稼働率か

らすると、非常にコストがかかってるんかなってい

うふうには、このお金だけ見たらそうなるかと思う

んですけど、でも一方で、近隣の方々のための施設

っていうふうに位置づけをするならば、指定管理で

する目的と、直営だったりとかいろんな議論が出て

くるかと思うんですけど。 

  今回、選定委員会の議事録見させてもらってまし

たら、一人の委員さんから、この指定管理の制度っ

ていうのは民間の経営手法を導入して効率性を高め

て住民サービスの向上を図るという趣旨であると思

うけど、今回、選定で強く感じたことは、地区市民

ホールに関しては予算規模も極めて少額であり、か

つ民間経営の手法を導入するといった余地も極めて

少ないと。かつですね、この選定と選定委員に関す

る行政職員の皆さんのコストも非常にかかっている

ので、この指定管理制度になじまないものであると

いうふうな印象を持ちましたというふうに言われて

る方がいるんですよ。これに対してどう考えられて

ますか。 

○田中満明市民自治推進室参事 今委員おっしゃって

いただいたところ、選定委員から厳しく指摘された

ところでございます。 

  確かに、その時の選定委員がおっしゃるように、

指定管理というのは、会社組織が公の施設を担われ

るという、大体そういったことを目的につくられた

制度であるというのはまずあるんですけども、これ、

地区市民ホールにつきましては、地域住民の方にこ

ういったことを担っていただいて地域の方と触れ合

うと。そういったところでいろんなやり取りという

ことを思って、地域団体にお願いしている面もござ

います。確かに、選定委員会を開いて、いろんな答

申とか頂いて、手間暇かかってはございますけども、

指定管理としての意義は一定持ってると思います。

ただ、選定委員会の意見というのも今後、我々検討

していかなくてはいけないなと思っております。 

○江口礼四郎委員 今の答弁で、指定管理としての意
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義は果たしているところがあるという思いは伝わり

ました。コミュニティの重要性というのはすごく分

かりまして、人が集まって触れ合う環境を整備して

もらってる事業だなと思ってます。その中でですね、

財源も限りがありまして、でも、関わってる方々も

多く、苦労されてるのも分かる上で、今言われるよ

うな意義としての、いわゆる民間の経営手法等の導

入で、住民サービスの拡充っていうんですかね、効

率性を高めるっていうふうに。ここは多分本来の趣

旨だと思いますんで、何かそれに沿うように、市も

ちょっと見ていただきながら、サポートになるんで

すかね、していただきながら進めていただければな

とは思います。 

  本当にね、こんなん言うと変ですけど、お安くし

てもらって運営してもらってるのも感じますし、た

だ一方で、その稼働率がですね、少ないのはやっぱ

り気になるところでありますから、そういうのは工

夫をしていただきたいと思います。 

  一旦置いときます。 

○有澤由真委員 よろしくお願いいたします。 

  今回複数の市民ホールであったり、コミュニティ

センターの指定管理者についての議案が上がってお

りまして、この議案見てましたら、選定委員会の委

員についてちょっと気になったんですね。吹田市の

指定管理者制度ガイドラインで、指定管理者の選定

委員会の選定についてはいろいろ規定がありまして、

例えば、学識経験者であったり、施設の利用者とか

ですね、そういったことで構成されるってことなん

ですけれども。 

  今回の指定管理者選定委員会の委員さん見てまし

たら、学識経験者というかアカデミックな方から、

浜屋敷の副理事長さんかな、とか税理士さんとか。

フラダンスの方はきっと利用者だと思うんですけれ

ども、数ある利用者であったり、学識経験者の方も

吹田市内にも市外にもたくさんおられると思うんで

すけれども、何でこの方たちが選定されたのかって

いう理由はあるんでしょうか。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 まず、この選定委員

さん、条例で委員５名以内で組織するということが

決まっておりまして、その中でまた、学識経験者が

２名以内と。施設の運営に関して専門的知識または

経験を有する者が１名以内、施設の使用者が１名以

内、公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知

識または経験を有する者１名以内の計５名で組織す

るというのが条例で定められております。 

  その中で、今回、関西大学と大和大学を、学識経

験者として選定委員さんに選任させていただいた経

過なんですけども、実際に関西大学、大和大学はほ

かの指定管理の選定委員としても過去から実績がご

ざいまして、実は市民ホールの選定委員についても、

これまで関西大学、それと前回から大和大学の学識

経験者ということで御参加、推薦いただいてます。

一旦指定管理終わりましたら、次は２回目選べない

ので、後任の方ということになるんですけども、そ

のときに、実はこれ、大学っていうのは、それぞれ

の先生が専門部分がございまして、なかなか一概に

データを見てるだけでは分からない部分が多々あり

ましてね、その中で、要は前任者の方には参加して

いただいた中でね、うちの市民ホールの選定委員会

の中で適任の方がいないかどうかいうのを確認させ

ていただいて、その中でより適任に近いという方を

お名前挙げていただいた中で大学に推薦依頼をして

いるというふうな、今そういうようなことでやらせ

ていただいております。 

  次にですね、浜屋敷なんですけども、実際に浜屋

敷と市民ホールの延べ床面積がすごく近しいことか

ら、浜屋敷の指定管理を行っておられる特定非営利

活動法人の吹田歴史文化まちづくり協会のほうに推

薦依頼をさせていただいて、それで選定委員になっ

ていただいているということでございます。 

  それと、利用者の委員の選定なんですけども、こ

れ、実際の令和６年度のコミュニティセンターの利

用団体のうち、上位10以内の団体、その中で今の吹

田市審議会等の設置及び運営に関する指針で、女性

委員の積極的な参画を推進していることから、女性

委員の推薦が可能な団体に順番に打診していった中

で、委員委嘱を快諾いただけた団体というところに

推薦依頼をさせていただいた次第でございます。 

○有澤由真委員 ありがとうございました、いろいろ

と御答弁いただきまして。もちろん私も条例知って
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ますので、何人以内っていうのはもちろん分かって

ます。 

  学識経験者の方が過去からもそういう、大和大学

と関西大学、実績があるからっていうことで、後任

の方を今回推薦いただいたということで選んでいる

ということなんですけれども、別にその関西大学と

大和大学が駄目ってわけじゃないんですけれども、

本市、ほかにも大学ありますから、その点もまた鑑

みていただけたらなと思います。 

  次が、浜屋敷の方ですね。延べ床面積が一緒とい

う観点から、今回、選定委員に入っておられるとい

う話だったんですけれども、でも正直、コミュニテ

ィセンターとか市民ホールのやってる事業、かぶる

ものもあれば、浜屋敷とまたちょっと性質が違うの

かなというふうに思ったので、そこは違和感を覚え

ました。これ別にどうですかっていうのではなくて、

私の所感として述べておきます。 

  で、このフラダンスの方ですか。こちら、令和６

年度の利用者の中の上位の方ということで、選定委

員さんの男女比率見てましても、バランスいいのか

なと思ってました。ただ、その女性委員さんの声を

聞くのも大事なんですけれども、男性の利用者さん

もおられるので、そういった意味で、何だろう、私

も女性の声はぜひ聞いてほしいんですけれども、そ

こは別に女性だからってこだわらずにまた考えても

らえたらなというふうに思いました。 

  でですね、今回、市民ホールであったりコミュニ

ティセンターの数がめっちゃ多かったじゃないです

か。そういう中でこの５人だけでずっと、何ていう

んですかね、判断というか、結果を出したわけなん

ですけれども、これはきっと時間的にとか費用面の

ことがあるから仕方ないのかもしれないんですけれ

ども、何か工夫できなかったのかなと思ったんです

が、いかがでしょうか。 

○森田明子市民部次長 今回は今までのモニタリング

であったりとかっていうところで特に課題がなかっ

たっていうこともありまして、数は多いですけども、

同じ選定委員さんのほうにお願いをさせてはいただ

きましたが、今後につきましては少し検討のほうは

させていただきたいと思います。 

○有澤由真委員 今の御答弁でしたら、モニタリング

を実施されたところ、特段問題なかったということ

なんですけれども、その学識経験者の方はいろんな

ものを見られて、客観的な御意見をおっしゃってい

た、議事録見ててもね、思うんですけれども、この

利用者の方を批判するわけじゃないですけれども、

きっとその特定の施設しか使ったことがないのかな

っていうふうに思いました。ですので、今後はまた

幅広く見ていただきたいなというものを意見として

申し述べておきます。 

  でですね、この選定結果について見てましたら、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅさんで５人の委員さんの評価点

があるんですけれども、Ｄ委員さんがちょっと何て

いうんですかね、結構辛口な評価なのかなと思いま

したので、きっと利用者さんなんだろうなと思った

んですけれども、何ていうんですかね、全部の施設

を見られたのかなってふと思ったんですよ。その１

個の施設を利用されて、ただ単に、施設運営に関し

てこう思うからっていうので評価点つけられてるの

かなと推測したんですけれども。そうでないことを

願いますけどね。 

  例えばですね、この選定基準の中で、いろんな項

目ありますけれども、例えば、安心、安全に利用で

きる施設とするための具体的方策及び緊急時の対応

であったり、適正な委託料の使用とかについては、

Ｄの委員さんは低い評価ではないものの普通という

評価をされているわけなんですね。でも、私の感覚

としましては、安心、安全に利用できるとか、適正

な委託料を使用されてるっていうことは、満点の評

価をされてしかるべきかなと思うんですね。見てま

したら、満点をつけておられる方もいる中で、この

普通という評価に対して、市はどう分析されている

のかお聞かせください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 委員による評価点の

結果なんですけれども、どうしても評価に差がある

理由については、学識経験者、財務関係者、施設管

理関係者、施設利用者で選定委員が構成されている

ことにより、それぞれの立場で評価していただいて

いるところではあるんですけれども、今回、委員の

おっしゃるように、安心、安全であったりとか、適
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正な委託料の使用に関して、これは満点でなければ

いけないのではないかという点ですが、評価する中

で、今回ちょっと議案参考資料にはお示ししてない

んですけれども、指定管理者制度ガイドラインが令

和６年度にできたことによって、今回、この評価の

項目に対して評価の視点っていうものも定めた中で、

各委員のほうに評価していただいております。 

  やはり、どうしても評価の仕方とか若干委員によ

って変わるかもしれませんが、そういった視点を基

に、各市民ホールの次の期間における事業計画の内

容を見たときに加点する点っていうのが平均的であ

ったという、そういうふうに認識しております。 

○有澤由真委員 今おっしゃったみたいに、それぞれ

の役職とかお立場とかお考えありますから、いろん

な評価が出ることはもちろんのことなんですけれど

も、ただ、きっとＤの方は、利用者か分かりません

けども、やっぱり利用されてるんであれば満点とい

うか、何ていうんですかね、それぞれ指定管理者が

日々頑張って運営されてるわけですから、それを評

価してほしかったなというふうに思いました。 

  でですね、先ほど来のさっきの議員さんの御答弁

の中で、今回上がってる指定管理経費の提案額の中

で、令和８年度だったら240万円ほどになっている

んですけれども、この中に人件費も、指定管理料の

中に含まれているという御答弁があったんですけれ

ども、先の定例会の我が会派の議会質問の中で、市

民ホールの管理者に対しての報酬について質問させ

ていただいたと思うんですけれども、その中で、本

市にはたくさん公民館がある中で、公民館長が行っ

ている業務内容、先輩議員のをちょっとお借りして

きたんですけれども、コロナ時の施設管理とか、近

隣での火災、地震、台風など一次避難所としての開

放とか、施錠であったり、通常時には想定外の清掃

業務などを、何か運営委員長ですかね、されてるん

ですよね。その方には報酬は支払われてないという

認識でよろしいでしょうか。 

○森田明子市民部次長 委員のおっしゃるとおり、運

営委員長のほうにつきましては、こちらホール等に

常駐ではないという意味合いで、今まで報酬のほう

はゼロ円、つけていない形になっております。 

○有澤由真委員 常駐でないので、報酬は支払われて

ないということで。先ほどの御答弁の中で、１日１

名の方が常駐されてて、その方が公民館長的なもの

ではなくて、管理されてるっていうことですよね。

事務員さんにはその報酬が支払われてるっていう、

先輩議員から伺ったんですけれども、分かりました。

運営委員長っていったら、責任が重い立場であるじ

ゃないですか。なのに何でなのかなって、ふと疑問

に思ったんですけれども、常駐でないということで。

別に支払ってあげてとかではないんですけれども、

ただ、公民館長さんとかと同じ業務をこなしている

にもかかわらず、無償でっていうのも何かちょっと

寂しいなというふうに思いましたし、今回の指定管

理料の中にそれが含まれているのであればと思った

んですけれども、そちらに関しては理解しました。 

  取りあえず私が申し上げたいのは、選定委員会の

委員さんの選定ですね、今後、いろいろと考えてい

ただきまして、また、こんだけたくさんの施設に関

して評価をするわけですから、やはりその地域の実

情なり、施設の特性ですね、そういったことを御理

解いただいている方も入っていただくような形を。

きっとね、時間とか、いろいろ選定委員会の議事録

も見ましたけれども、大変なのかなということはも

ちろん理解するところではあるんですが、そこも工

夫していただけたらなと思います。 

  最後に１点お聞きしたいのが、議事録を拝見して

ましたら、委員さんの中できっと利用者の方だと思

うんですけれども、施設の利用に関して１時間延長

するかどうかっていう話があったと思うんですね。

現在は午前、午後で予約をされて、１時間ごと、何

かあれですね、掃除とかお部屋をきれいにしなきゃ

いけないから、１時間予備で取れるかという話なん

ですよね。議事録見てたら、委員さんの中では、１

時間ごとにまた追加で予約できないかってことをお

っしゃってたんですけれども、答弁といいますか、

事務局の回答としても、今後考えていくっていう旨

の回答があったかなと思うんですけれども、そちら、

今後どうなさるのかだけ教えてください。 

○田中満明市民自治推進室参事 選定委員会で発言し

たとおり、今後について、また使用料の見直しのあ
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たりになるかと思いますけども、これについてそう

いった意見も踏まえた対応、これを検討していくと

いうことで考えております。 

○有澤由真委員 今後また考えていただけるというこ

とで、先ほど稼働率高い、古江台でしたっけ、49％

ということで、どんどん市民の皆さんが、地域の方

が集まれるコミュニティになり得るわけですから、

コミュニティセンターなり市民ホールはね。ですか

ら、使いやすくて融通の利く場所であるべきなのか

なって思いますので、その辺もいつも考えていただ

いてると思いますけれども、再度また考えていただ

きますことを要望申し上げまして、一旦置いておき

ます。 

○村口久美子委員 よろしくお願いします。 

  議案参考資料の87ページの古江台市民ホールの選

定結果なんですけれども、Ｃ委員が施設の設置目的

に合致しているかに関しては１、多分最低点数かな

と思うんですけれども、非常に厳しい点数をつけら

れている、この理由が分かったら教えてください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 採点は委員が行って

おり、その根拠について事務局は把握しておりませ

ん。根拠を把握しない理由については、そのことが

行われることに、選定委員が重圧に感じられるおそ

れがあるということで、行っておりません。 

○村口久美子委員 委員さんによっては、いろんな思

いがあってそういう評価をされているということは

あると思うんですけれども、市民の方から何か声が

届いているというようなことはないでしょうか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 特にこの評価のよう

なことについて、市民の方からそういった声とかと

いうことは聞いておりません。 

○村口久美子委員 分かりました。市民ホールの利用

に関しては、利用の公平性の担保っていうことにつ

いては、これまでも議論をされてきたと思いますし、

私のほうも地域からよくお聞きをする御要望でもあ

るんです。特定の団体が優先されているとか、使え

なかったとか、先ほど稼働率のお話もありましたけ

れども、使えないよっていうお声も聞いています。

利用の可否については、管理事業者に任されている

という現状なんでしょうか。 

○田中満明市民自治推進室参事 指定管理者において、

その可否については決定しております。 

○村口久美子委員 ５年前の更新の議論の中でも、こ

ういう市民ホールの公益性に鑑みて、利用の公平性

を担保するために、一定の指針なり基準なりってい

うものを作成して、それを共有するということが必

要ではないかっていう議論もされていて、それは研

究してまいりますというお答えだったと思うんです

けれども、それについては、まだ５年たっても声が

残っているということで、ちょっと恣意的な運用が

でき得るという状態にはあるのかなと、現状まだ思

っています。この５年間、検討はされたんでしょう

か。その辺り御説明ください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 指摘があってから、

その後、令和２年度において、夜間利用などに関す

る運用方法について市民ホールによって異なってお

りましたが、令和３年３月から統一した運用を開始

しております。 

○村口久美子委員 それ、運用の指針みたいなものは

公開されている感じですか。どういったものが共有

されてるか教えていただけますか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 統一した利用の条件

なんですけれども、夜間に利用する際の利用条件で、

申請期間以外には利用団体の使用回数制限、あとで

すね、利用団体の構成人数についてなどといったと

ころの運用を統一しております。 

○村口久美子委員 夜間の利用についてっていうこと

は、それは利用の希望が多くてかぶるということで

すか。日中についてはどうなってるんでしょうか。

なぜ夜間だけということになっているのか教えてく

ださい。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 当時、夜間の利用を

される方を多くすれば稼働率も上がるんではないか

と、そういった御意見とかもあった中でですね、ま

ず市民ホールによって、その運用の仕方、利用者の

方に鍵を渡すのが不安とか、その利用者が地域の諸

団体の方だけであったりとか、その辺の利用される

方の条件っていうのが、対象者でちょっと異なって

いたというところで、そこを統一しようではないか

ということで、令和３年度からは夜間利用される方
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においては、地域の諸団体等の方のみというふうな

運用方法に変えています。 

○村口久美子委員 そういった大枠を定めて、判断は

事業者に任されているという理解でよろしいでしょ

うか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 委員のおっしゃると

おりです。 

○村口久美子委員 そしたら、逆に市民ホールを利用

できない団体っていうのはあるんでしょうか。 

○田中満明市民自治推進室参事 どういった団体がと

いうことですけども、基本的に設置目的がありまし

て、設置目的にかなう利用であれば、特に団体とし

て排除するといったことはございません。 

○村口久美子委員 設置目的にかなえば、どの団体も

利用できるはずだという理解をしています。もし、

利用できないという声があった場合は、どういった

対応をされているか教えてください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 利用できないといっ

たお声とかを頂きましたら、現状について把握して、

その市民ホールに対して状況確認を行い、場合によ

っては是正のほうをしていくというふうな対応にな

ります。 

○村口久美子委員 分かりました。ありがとうござい

ます。 

  一旦置いておきます。 

○橋本 潤委員 選定基準に、収支計画書の内容が施

設の管理経費の縮減が図られるものであることって

ありますけれども、要求仕様で、管理員さんにこの

時間はいてくださいとか、そういった要求仕様はあ

るんですか。 

○森田明子市民部次長 管理人さんの常駐の時間帯に

関する質問ということでよろしいでしょうか。10時

から５時までという形で、申請要項等に記載をして

いる形になります。 

○橋本 潤委員 いずれのホールも10時から５時まで

は管理人さんがいて、その方の人件費がここに含ま

れているという理解でよろしいですか。10時から５

時までだと７時間ですけど、休憩はありますか。 

○森田明子市民部次長 間の１時間、休憩という形に

なっております。 

○橋本 潤委員 その間は受付をされていないという

ことになるんでしょうかね。そうすると、１日６時

間で、その人件費を計算されているということでよ

ろしいですか。 

○森田明子市民部次長 はい、そのとおりでございま

す。 

○橋本 潤委員 結構、審査員の方で、先ほど申し上

げた項目で厳しい評価をされている方もあるんです

けど、７時間の場合も、仮に津雲台だと、祝日の翌

日と年末年始を12月29日から１月３日までとして、

稼働日が318日になって、2,226時間になります。６

時間の場合で1,908時間になります。そうすると、

時間当たり、全部が人件費だったとして、先ほどの

御説明でお二人だったとして、時間当たり1,272円

になるんですね。そういった形で積算されていると

いうことでよろしいですか。 

○田中満明市民自治推進室参事 そのように認識して

おります。 

○橋本 潤委員 半年勤められたら、この勤務条件だ

と、有給休暇を通常取得できることになります。そ

の十日間を入れたときに、計算していくと、ちょっ

とこの最低賃金が守られない可能性が出てくるのか

なと。質問として、これ、全額が人件費なんですか。 

○田中満明市民自治推進室参事 全額ということでは

ございませんが、市民ホールに限りましては、おお

むね九十二、三パーセントが人件費といったふうに

上げさせていただいております。 

○橋本 潤委員 ちょっと計算してみますんで、１回

止めておきます。 

○森田明子市民部次長 年間の稼働している日のお話

なんですけども、メンテナンスで休館日というもの

も定例の休暇以外にございます。時間を割ったら、

最低賃金割るかもしれないということなんですが、

実際にはメンテナンス日のほうを引きますと、こち

らの積算上は最低賃金は割っていないような形には

なってはおります。 

○橋本 潤委員 僕が計算しなくても、その積算根拠

を教えていただければそれでいいのかなということ

と、その計算の中でいくと、ほぼ定額ずつ毎年上が

っていくようなあれなんですけど、多分ね、これ今
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は雇用保険に入らなくていいっていうか、ぎりぎり

週20時間超えないんですけど、2028年から雇用保険

の加入条件が10時間に変わるんで、このときに事業

主負担が0.9％ぐらいなんで、その分が加味されて

ないんじゃないのかなというふうに見受けられるの

で、その点と含めてお答えいただければと思います。 

○森田明子市民部次長 すみません、雇用保険のほう

は現在、加味をされていない状況にはなっておりま

す。 

  債務負担行為で全額、御可決をいただいていると

ころではございますが、年度末に次年度に向けての

年度協定で、次年度の経費等について御相談、協議

をするということになっておりますので、そちらの

ほうで雇用保険料等の加算が必要であると判断した

場合は、対応させていただきたいと考えております。 

  積算の内訳につきましては、後で口頭でお伝えさ

せていただきます。 

○橋本 潤委員 １点だけ、雇用保険とか、もう法で

予定されてるものなので、加味しといたほうがいい

のかなと。それを何か改めてそのときに補正をした

りとかというよりかは、分かってるものを入れたほ

うがいいと。その中で契約をされるわけですから、

債務負担行為の予算額の中で契約をされるわけです

から、できるだけ既に分かってるものは入れておい

たほうが。ちょっと今回ね、指定についてなんで、

ごめんなさい、ちょっとそれる部分もあるので、そ

の点はもう意見とだけしておきます。 

○野田泰弘委員 では、よろしくお願いします。 

  市民ホール全てなんですが、いわゆる非公募でさ

れているということなんですね。非公募の理由とい

うのももう書いてあるんですが、ちょっとこの辺の

説明がよく分からない。要は、施設の設置目的を最

も効果的に達成できるためという一文があるんです

が、ちょっとこれ具体的に、この設置目的、なぜ最

もここの団体が効果的に達成できるのか、ほかと比

べてこういうことを述べているのか。いわゆる公募

をしない理由、非公募の理由、ちょっと教えてくれ

ますか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 非公募の理由ですけ

れども、施設の設置目的を最も効果的に達成できる

ため非公募としています。地域住民を主体とするこ

とが望ましいというのは、地域に向けたローカルな

情報を発信することができたり、企画した地域の祭

りなどを通して、新たに流入してきた子育て世帯と

の交流を図ることもでき、コミュニティ形成に寄与

することに期待が持てるためです。 

  また、地域住民であれば、災害などが発生した際

における避難所開設を速やかに行うことができるた

めというふうに考えております。 

○野田泰弘委員 なるほど、分かりました。これを例

えばね、非公募から公募に変わった場合は、もう金

額っていうのは相当跳ね上がるんですか。 

○森田明子市民部次長 今、必要最低限の積算で予算

取りをしておりますので、試算をしたことはないん

ですが、もし、公募で仮に民間団体ということにな

りましたら、利益分の上乗せというものが出てきま

すので、金額のほうは上がるのではないかというふ

うに推測をしております。 

○野田泰弘委員 ならば、この管理経費というのは非

常に安価で、安い状況の中で、こんなんでいいんか

なって思わせるようなぐらいの設定金額だと思うん

ですね。それが市とその団体と協議をして、年度内

にこの金額を決めていくと、安い管理経費なんです

が。最終的には選定しましたっていう形で文章を書

かれて、選定したということは、吹田市がこの団体

に対してお願いしたということなのか。あなたの団

体でこのホールを管理してくださいよっていう、こ

ういう文言なんですか、選定したっていうのは。 

○田中満明市民自治推進室参事 これはお願いといい

ますよりも、こちらから申請を求めまして、その意

向が各運営委員会から出てきたということで、その

書類選考の中で、結果いろんな手続がございました

けども、見る中で基準にかなっているということで、

選定しているということです。 

○野田泰弘委員 申請って、この一つのホールに１団

体しか申請はされてないんでしょ。そういうことで

すよね。この金額も含めて、市と協議をして決めて

いってるということなんですが、この金額に対して、

団体のほうから、ちょっともう少し高くなりません

かという、そういう要望もありませんでしたか。 
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○田中満明市民自治推進室参事 確かに、この金額に

ついてはかなり安い、こういうような評価もござい

ますけれども、団体のほうから私どもに、いわゆる

面と向かって直接というか、その辺りの働きかけと

いうのは受けておりません。 

○野田泰弘委員 団体から直接言われてないというこ

とで。でも、よく見たら安い金額でやっていただい

てるんだなっていう感じはしますね。 

  市民ホールって、幾つあるんですか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 ８ホールになります。 

○野田泰弘委員 今回、７ですね、これ。１番から７

番。一つないと思うんですが、これはなぜ出てこな

いの、ここに。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 期限までに申請書類

等の提出がなかったためでございます。 

○野田泰弘委員 よく分からない。出てこなかったら

そのままスルーするんですか。向こうが悪いような

感じで言うてますけど、明確に答えてくれますか。 

○森田明子市民部次長 提出がなかったホールの方に

つきましては、お忙しくて、申請書類のほうがって

いうような形でお聞き取りのほうはさせてはいただ

いております。ただ、確かに、こちらのほうとしま

しては、提出がなかったホールの方に対して何か思

いがあるわけではなく、ただ、事実のほうを御答弁

をさせていただきました形になります。 

○野田泰弘委員 令和８年からの分ですよね、５年間

ね。今定例会に間に合わない。どっちにしてもやら

なければならないでしょ、令和８年から決まってな

いんでしょ。当初でもこれは間に合うんかな。要す

るに、次の定例会でも間に合うの。 

○森田明子市民部次長 まだ機会としては２月の定例

会があるかとは思っておりまして、また御提案をさ

せていただく可能性もあるかとは思っております。

ただ、すみません、今は決定はしておりません。 

○野田泰弘委員 よう分からん。可能性とかいうので

はなく、やってもらわんとね。そんな市民ホールが

どうなるか分からんでは困りますけど、いろいろと

地元でも、何の話かちょっとあれですけど、出して

ないとか。やっぱりこれはきちっと、８ホールある

なら耳そろえてやらないとね、あかんと思いますの

でね、その辺きちっとお願いしますよ。 

  今回、設置目的もよく分かりましたんで、ただ非

常に、この金額に対して、今後市としてはね、2030

年まではこの金額やけど、それ以降に関してはもう

ちょっと考えていかなあかんのやろうなと思う。や

っぱりね、その市民の人たちでやっていただいてい

る、民間企業じゃないから別に安くてもいいんだっ

ていうような、こういうものでは非常にね、私はど

うなのかなっていう。生活給じゃないから、別に生

活給を払う必要っていうのは確かにないとしても、

やはり働きがいがあるような金額をもって、この管

理経費っていうのをこれから考えていってもらわな

あかんなっていう気がいたしますのでね、その辺だ

けよろしくお願いします。 

○梶川文代委員 まず、この選定委員会の議事録とか

見させてもらってて、何か時間増しとか書いてあっ

たりとか、これ、コミセンは料金もらってるけど、

ホールはこれ無料でしたよね。委員さん、勘違いし

てはったんかなとか思うんですけど、それで間違い

ないですよね、確認です。 

○田中満明市民自治推進室参事 市民ホールについて

は原則無料となっております。ただ、この委員さん

の御指摘については、この後、御審議いただきます

コミセンのほうのことを指摘されてのお話でした。 

○梶川文代委員 その辺りしっかりと、言わはった段

階ですぐにホールは無料ですよとかちゃんと言って

おかんと。何か同じような形で言うてはったんで。 

  今回、施設使用料とちょっと全然関係ないやんっ

て思う人もおるかもしれんけど、出してもらってん

ねんけど。私らでも聞いてる話の中で、例えば、お

金取るやつは貸されへんとか、施設の利用がね、何

かすごい制限されている、自由じゃないとか。何を

するにしても、やっぱり開催する人とかも、原価か

からはるから、その分お金取らんとやねんけど、ち

ょっとその辺り的な考え方、いうたら施設の利用率

的なもんも上がってもいかへんし。これね、公民館

も似てるとこあんねんけどな。 

  そもそもでいうたら、ニュータウンにしかないけ

ど、市民ホールは何か公民館代わり的な形の、地域

が使える場所をつくってるというけど、これ、いっ
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そのこともう公民館と横並びっていうか、一緒にし

たほうが分かりやすいんちゃうんかなと思ったりも

すんねんけど。やっぱりただやから使い勝手が悪い

っていうのも変な話やねん。ただにしとかなあかん

理由ないから、料金頂けるやつは頂いていったほう

がいいかなと思うんで。 

  資料でわざわざ出してもらってんけど、吹田市使

用料・手数料及び自己負担金設定に関する基本方針

とか、これも変えていかなあかんやろうし、もちろ

ん条例も変えなあかんけどね。 

  施設使用料に係る減免基準、これがセットみたい

なもんやから、無料となっているところについては、

もっとぎょうさん使ってもらったほうがいいわけで

しょ。ちょっと吹田市の収入にもなったほうがいい

のかなとも思うねんけど、やっぱりその辺りはした

らいいと思う。 

  それで、あと、気をつけとかなあかんのんが、こ

れはホールじゃなくってセンターなんかで起こった

ことやねんけど、センター借りはった人が主催する

イベントは、何かみんなに来てもらって、いわゆる

ビレッジマート吹田とか、何かそんな感じにするみ

たいで。ほな、又貸しみたいになってあんねんな、

そのイベントの運用が。だから、自分が借りて、出

店した人には何平米で幾らみたいな形でお金を集め

る、ああいう又貸し的なもんは絶対あかんので、そ

の辺りはちょっと禁止事項としてしっかりと載せて

もおかなあかんしやねんけど。だから、やっぱりち

ょっとこれ、１回考えんとね。利用率を上げるんと、

少しあったほうがいいのと、あとね、やっぱり自主

事業をもっとしないことには、また公民館と同じよ

うな感じでね。コミセンなんか自主事業しているけ

ど、ホールって、もう自主事業的なものが乏しいっ

ていうか、やってはれへんに近いかなと思うんで、

それもしていかへんかったら意味ないし。自主事業

をしてないし、利用者もただで、地域が使う形でし

か貸さへんということになってたら、いよいよ的に

ね、何のための施設やっていうところが、意味ない

なって思うところがあるので。いっそ公民館にせえ

へん、市民ホールやめて。 

  いや、実はこれね、さっき江口委員もちょっと言

うてはったけど、千里丘からニュータウンに引っ越

さはった人が、千里丘のセンターと同じようなもん

がホールで、近所にあると思ってはったみたいで、

これ、違いが分かってはれへんかってんけど。そん

なんやったらちょっと、住民票とか出る機械だけで

も置かれへんの、ホールに。そんな考えもないです

か。 

○森田明子市民部次長 今、頂きました御意見につき

ましては、確かに担当としてもいろいろと考えがあ

る、課題と感じたりとか、こうなったらいいのでは

って感じたりとかするところではございます。ただ、

今までのホールの成り立ち、経過とかございますこ

とから、慎重に検討して、対応をしていくところは

対応していきたいというふうには考えております。 

○梶川文代委員 とにかく、この受益者負担の考え方

とか言うてね、やってはんねん。これはもう吹田市

全体の問題にはなってくんねんけど、この辺りから

見直してもいかんと。別にただじゃなきゃあかん理

由って絶対ないから、もらえるものはもらったらえ

えし、その辺りをちょっと考えていってもらいたい

なと思います。 

  やっぱり自主事業もしかり。例えばやけど、運営

委員会とかつくってくれてはるやんか。運営のため

の組織つくってくれてはるやん。その中で、会議と

かって定期的にしてはんの。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 運営委員会ごとに会

議も行っておりますし、８ホールの運営委員会の委

員長に集まっていただいて、年に１回、適宜情報共

有を目的とした運営委員長会議も開いております。 

○梶川文代委員 運営委員長会議じゃなくって、例え

ば、公民館なんかやったら事務連絡会、事務連って

いって、事務員の方ばっかりが集まってる会議とか

もあんねんけど、そんなんもあんの。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 運営委員会が実施し

ている会議なんですけれども、定例会議、役員会、

総会、委員会、そういったものが行われております。 

○梶川文代委員 いや、自主事業してへんことの表れ

なんかもしれんけど、中での運営委員会で会議して

あるかって聞いてるんであって、そんなの全然ない

ねんね。いや、公民館なんかはやっぱり自主事業と
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かやってるし、中でみんなで集まって会議とかって

やってるって、あるけど、だからそういうのも、市

民ホールのほうはしてないってことやね。 

○田中満明市民自治推進室参事 例年でしたら、一度

運営委員長の方にお集まりいただいて、会議の場を

持つということを行っております。ただ、ちょっと

その内容について、自主事業について話したりとか、

それはその時々のテーマに沿って集まっていただい

て共有するといったような場を設けております。 

○梶川文代委員 だからこれね、非公募の理由とかに

もその施設の設置目的みたいなこと書いてはるけど、

全然達成する気ないんかなっていうふうに、そうや

って思えるわ。だからやっぱり、本当やといろんな

人に使ってもらったらいいと思うし、さっきも言っ

たように、料金なんかもきちっと頂いてもいいと思

うねんけど、ただそれがふさわしいか、ふさわしく

ないか、いいか、悪いかみたいなのは、やっぱり事

務員さん一人だけの判断っていうわけには絶対いか

へんから、そんな荷物背負わされへんから、そうい

ったものをみんなで決めていくとか。 

  あと、やっぱり公民館の事務連みたいな、実際、

だって運営委員長ってそこずっと座ってへんもん、

いてはる人同士で共有してもらわな、運営委員長だ

け集めたって、ごめんなさい、意味ないって言った

らちょっと語弊があって大変失礼かもしれませんけ

ど、やっぱり事務員さんたちみんな集まってもらっ

たほうがいいと思うんで。 

  あとね、市民ホールってやっぱりホールによって

ね、会議室の室数もちゃうし、広さもちゃうし、収

容人数とかも違うねんけど、それに応じてやっぱり

人とかも一人で大丈夫やろってところと、やっぱり

二人要るやろっていうところとかもあんねんけど、

そういったこととかちゃんと考えてはるの。何か全

然横並びになってるけど。お答えください。 

○森田明子市民部次長 今まで清掃、月１回なんです

けども、市側で契約をしていたりとかっていうとこ

ろがございますので、今までその観点で、ここのホ

ールは２名必要だっていうような観点で考えておら

ず、一律１名でお願いをしているという形にはなっ

ております。 

○梶川文代委員 これも御自分たちで決めてんのかど

うか分からんけど、休館日もばらばらやし。桃山台

が一番部屋数多いんかな、部屋数は多いけど、収容

人数的に一番多いんは、藤白台とかが高野台になん

のかなとか思ったりもするねんけど。物が違う、建

物自体も違う、それをお任せする。だから次長、積

算根拠を知らせてっていうことでね、ちょっと表に

出しにくいところもあるかとは思うんですけど、事

細かくねちねち聞いて教えてもらってるんです。 

  これじゃ、ちょっと違うよなと。その施設に合っ

たもんじゃないよなと。やっぱりその施設、施設の

中で、やはりそういう予算を立てるいうようなこと

もやってもらったほうが。本来、当事者がそれすべ

きやんか。 

  ちなみにやけど、今回もあの管理経費の提案額っ

ていうのは、これ決めたんはあなたたちでしょ。あ

なたたちでしょ言うたらおかしいけど。 

○田中満明市民自治推進室参事 これはベースとなる

のは、そもそも予算として御議決いただきまして、

その範囲で申請の申出をいただきまして、結局、各

運営委員会においては、その範囲内での提案額とい

うことで私ども承っております。 

○梶川文代委員 いやだから、行政の予算額ですやん。

だから決めたんは行政側やね、これ。 

○田中満明市民自治推進室参事 委員おっしゃるとお

り、そもそものこの金額の設定は行政側となります。 

○梶川文代委員 これコミセンもやけど、コミセンな

んかやったら、千一と内本町コミセン、千里山とは

違う金額とかになってんねんけど、これもえらい雑

やなとか思うねんけど。やっぱりその施設、その施

設で提案してもらうような、そういういわゆる積算

能力的なものも持っていただける、そういうことを

その地域中心としたその運営委員会でやってくださ

いよと。やっぱり能力と意識とスキルアップ、そう

いったこともちゃんとしていったほうがいいと思う

ので。 

  これね、年明け１月１日から始まる取適法にも引

っかかってくんねん、一方的な代金決定の禁止。こ

れ、禁止事項に抵触もしてくるので、それはちゃん

と考えていかなあかんっていうのと、５年間分はも
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うこういう形でこうすると。これもだから、指定管

理者制度そのものの問題点的なものもあるとは思う

ねんけど、５年後のことを予言できる人、この中に

いますか、手挙げてよ。要はね、５年後のことが分

からないのに、５年間分決定するってすごいリスキ

ーなんよ。自民党さんと維新さんも連立組んで、物

価高騰の対策とかしてくれはるんやね、これね。ほ

な５年後、物価下がるかもしれへんやん。なら、ど

ないすんのとか。 

  人件費が下がったら、ほんま連合とか怒ってくる

とは思うねんけど、要は物価を上回る賃金上昇は絶

対見ていかなあかんというのは、それはあんねんけ

どね。もしかしたら、はたまたやけど、その５年後、

いつまでも戦争が終わらんで、いつまでも物価上が

って、もっともっとひどい値上がりになってるかも

しれへんやんいうようなところでやねんけど。 

  ただ、今回も前回の指定管理料と比べたら、随分

どっと。これ、何パーセントアップにしているんや

ったっけ。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 総額にいたしまして

14％アップとなっております。 

○森田明子市民部次長 人件費だけのお話にはなりま

すけども、年間約4.1％ほど増加した金額で、計算

のほうは、積算はさせていただいております。 

○梶川文代委員 4.1％で今決めてこうやってはんね

んけど、いや、本当は一番きれいなのは、賃金上昇

分というか、昇給分的なものは必ず見とかなあかん

とは思うねんな。その昇給分にプラス、情勢によっ

て、それが4.1％なんか３％なんか２％なんかって

いうのは判断していかなあかんと。実はやけど、総

務省からの通知も、公正取引委員会とかが出してい

るあの指針も、また今回新しく取適法とかもそうい

うことをうたってはんねん、そのときに応じてやり

なさいよと。要は、もう９月定例会で、私もほかの

委員さんも言うてはるけど、まあいうたらインフレ

スライド条項のような形で、その時々に応じて、そ

の年度途中であっても、契約期間中であっても、や

っぱりそれはせなあかんし、そういう協議の申入れ

があったら、必ず応じなあかん。応じひんかったら

あかんでと、ダンピングもあかんでっていうのが今

度の新しい法律やから、そういったことをちゃんと

していかへんかったらあかん。今度は法律に違反す

ることになってくる。 

  これ、質問でも言うてるけど、市全体の問題やか

ら、全体的に。ただこれ、ガイドラインとかでも全

然こんなん載ってなくって、そういう次の新しい制

度とか全然反映してなくて、されてなくてというよ

うな状態で止まってるんで、そこはね、ちょっと市

全体の問題だから、副市長呼んで答弁してもらいた

いぐらいやけど、それはちゃんと部長のほうで、周

知をしっかりかけて動いてもらわんと困ると思うん

で、御答弁ください。 

○大山達也市民部長 ただいま委員から御指摘があり

ました運営経費の部分につきましては、市全体に関

わる部分でもございますので、市民部のほうから担

当の行政経営部のほうに、この旨伝えまして、今後、

どういうふうにしていくかということにつきまして

は、市全体でまた考えていきたいというふうに思っ

ております。 

○梶川文代委員 本会議でも頑張ったつもりやねんけ

どね。もう、また私の嫌いなね、検討とかって使い

よったから、それは違うんで、ちゃんとやることや

ってもらって。契約検査室のほうなんかは、やっぱ

り重きに感じて、もちろん下請とか使うたらあかん

からね、そういうような文言の修正なんかも急いで

やるいうて、１月１日に間に合わせるようにすると

かいうことは言うてはったんやけど、それはちゃん

と急がんとあかんので、その辺りで置きます。 

  それとね、あと選定委員会の委員の話、先ほどか

ら出てるけど、ほかの委員さんからも。もう、これ

むっちゃ雑。市民ホール一つ取ったってな、施設の

規模も違うしやねんけど、コミセンなんかも全然違

うねんけど、それでも同じ委員さんって、これどう

いうこと。何か雑やなって思う。 

  給食センターみたいに役所の部長らだけで決める

よりはまだましやけど、ほんまに。やっぱりちょっ

とこれは改めなあかんと思う。やっぱりこれね、利

用者団体の人、その各ホール、自主事業とかそうい

うのもしてないからね、やっぱり。だからもうちょ

っと、そういうのを女性、何か盛り上げる的なもの
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も含め、やっぱり委員なんかにもそういう方に入っ

てもらってとかしていかへんかったら。 

○西岡友和委員長 この件で答弁しますか、梶川委員

の言われる、雑であるということについての答弁。 

○大山達也市民部長 選定委員につきまして、様々御

意見頂いております。なかなか委員の選定、私もか

つてやったことありますが、適任な方を選定すると

いう、お願いするというのは、なかなか非常に難し

いところではありまして、特に、指定管理が増えて

おる中で、選定委員会が市全体でたくさんあります

ことから、いろんな市内の大学にお願いするにして

も、なかなか人数、それほどたくさん出していただ

けないという中での運用という部分の難しさとかも

あるのかなと思っております。 

  ただ、施設をしっかり見て選定できるのかという

視点につきましては、これはやっぱりしっかりと持

たなければいけないというふうには考えますので、

そういった視点がきっちりと確保できるような形で

の選定委員の選任ということは、今後、気をつけて

まいりたいというふうに考えております。 

○梶川文代委員 改めてそういったものも。これ、や

っぱりガイドラインにそういったものもきちっとし

ていかなあかん。市全体の問題。さっき言った使用

料関係の基本方針であったり、減免基準であったり

っていうのはね。それはちょっと考えていかないと。 

  あとね、施設利用の減免基準の中で面白いんがね、

施設の設置目的を達成するために組織された団体が

指定管理者となっている場合においてって、この意

味合いが全然分からへんねんけど。この共通適用事

由ってあって、そこの免除の区分のところに、施設

の設置目的を達成するために組織された団体が指定

管理者となっている場合において、その団体が当該

施設を公共目的で使用するとき、これの意味がね、

私、いまいち全然よく分かってなくて。今回の案件

なんかは、まさしく設置目的を達成するために組織

された団体が指定管理になっているとは思うねんけ

ど、ほんでこれ、免除にもなってるけど。これ、自

分たちで使うときのことを言ってるんやとは思うね

んけど、これも参加者から料金を徴収しないときっ

ていうのがその下にもついてんねんけど、材料費が

絶対かかるので、自主事業をやってても。 

  この辺りもちょっとね、改めていかんと、そんな

身銭切って自主事業してなんていうことにね、相な

ってくる。その辺りもちょっと認識して、これもあ

なたたちだけじゃないけど、ちょっとアテンション

して、ちょっと改めていくように、それもお願いし

たいんですけど、部長お願いしていい。 

○大山達也市民部長 減免につきまして、いろいろと

御意見頂いてます。そもそもまだ自主事業やってお

らない市民ホールにつきましては、自主事業そのも

のが可能かどうかということも含めまして検討が必

要かと思うんですけれども、そういったことも含め

ながら、施設全体ですね、やっぱり市民部が所管し

ているコミュニティの施設だけでも相当種類がいろ

いろ多岐に及んでいまして、ここに生涯学習の関係

の施設とか入れますと、似たような運用をされてい

ながら、施設としては性格が違うというものがたく

さんありますので、その辺りの共通項を見いだす部

分と、今後、そういったことに対して減免規定とか

につきましてもしっかりと対応していくようにとい

うことは、また所管である行政経営部のほうと相談

しながら、その辺りは整理をしていきたいというふ

うに考えます。 

○梶川文代委員 一言で言えば、行政の決まりを押し

つけんこっちゃ。この目的を果たしてもらって、み

んなでにぎわい創出して、コミュニティ醸成しても

らってってするには、と私は思います。 

  一旦置きます。 

○後藤久美子副委員長 各委員さんから、すごいいろ

いろな質問があったんですけれども、ちょっとまだ

出てない部分でお答えいただけたらなと思います。 

  市民ホールの予約に伴う質問になるんですけれど

も、吹田市公共施設予約システムについて、ちょっ

と伺いたいなと思ってまして、利用手続に関しての

質問。市のホームページからですね、新規利用者登

録ができる施設は現在、交流活動館のみというふう

になっておりまして、各市民ホールのホームページ

掲載内容にはばらつきがある。例えばですけど、佐

竹台市民ホールと、今回、こちらに上がってきては

いないんですけれども、藤白台市民ホールに関して
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は、独自のホームページが作成されていて、市民ホ

ールの使用についても丁寧な記載が拝見できました。

予約方法やルールも普通の市民さんには伝わりづら

い、吹田市公共施設予約システムって何っていうレ

ベルですが、周知はどのようにされてるんでしょう

か。市民ホールを予約したいなという方がいらっし

ゃった場合は、どのようにと聞かれた場合はどのよ

うに御案内されるんでしょうか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 市民ホールを利用し

たいという御相談に対してなんですけれども、現時

点における吹田市公共施設予約・照会システムにお

いては、市民ホールは空き照会の機能だけちょっと

今導入している状態になります。ですので、利用し

たい市民ホールの空き状況を確認していただき、利

用に関しては、直接市民ホールのほうに電話もしく

は来所していただいて、申請していただくような流

れとなると説明しております。 

○後藤久美子副委員長 正直、地区の役員経験とかが

なければですね、敷居が高く感じられるというか、

市民ホールを使うっていうことに対してですね。普

通の方はふだん、そこを活用できること自体知らな

いし、私のこれは個人的な感覚なのかもしれないん

ですけれども、例えば、そもそも選挙の投票所であ

ったりとか、何かその自治会加入している単一自治

会の会長さんとかは、ポストに何か取りに行ったり

とかでお使いになられているかなとは思うんですけ

ど、市民ホールに勝手に入っていいのかすら分から

ないみたいな、謎のレベルに等しいというか、公民

館ではないので、市民の利便性に差がある状況が見

られるのかなというふうに思ってます。施設によっ

ては使える人と使いにくい人が出てしまうっていう

ことは、自治体として望ましい状態じゃないのかな

というふうに思うんですけれども、その辺りはどの

ようにお考えなんでしょうか。市民ホール全体での

予約方法を統一化するということは検討されないの

かということを聞きたいです。 

○森田明子市民部次長 市民ホールの利用申込み等に

つきましては、施設予約システムのほうで部屋の空

き状況のみを、今は照会できるような形になってお

りますが、そちらのほうが利用率、稼働率を上げる

ための第一歩というふうに考えておりまして、それ

で空き状況を確認してただいて、お電話、来所等を

していただくという形で、市民ホール自体の申込み

の統一っていうのは、今現在、それが一番原則的な

申込方法になっておりますので、そちらで統一のほ

うはされているという形で、市のほうは認識をして

おります。 

○後藤久美子副委員長 先ほど部屋の空き状況は見れ

るけれどもということで、私もそこのページを見さ

せていただいてて、何か申込みしたいなと思われた

ら、各市民ホールさんにお電話したら、受付の方が

おられるときは出られるしということだとは思うん

ですけど、現時点で、その統一化ができるほうが、

私はそのメリットが大きいのかなとは思ってて。 

  というのが、例えば、そのオンライン上で押せば

予約できるっていうような感じであれば、別に、例

えば受付の方を、常時ずっと対応していただく必要

もそこまでないのかなというので、先ほどの安価な

提案額でいうと、人件費っていうのも何か納得いく

のかなとは思うところで、これはもう技術的な課題

になるのか、費用面になるのか、指定管理との役割

というか、そういうもので今現時点で統一化できて

ないという認識でいいんですか。 

○森田明子市民部次長 まず、ホールの設置の目的と

いうものが地域住民の交流ということで今まで考え

ておりましたので、その地域にお住まいの方々です

ので、気軽に訪問していただいて、予約等をしてい

ただくことを第一に今までは考えておりました。 

  その次、先ほど申し上げたように、第一の段階と

して、空き状況を確認して、自分が使いたい時間帯

が空いていたら、ホールのほうに申し込んでいただ

くという形を考えております。 

  将来的には、予約システムのほうを使って、予約

のほうができるっていうような形、市民自治推進室

が所管の施設について、統一化っていうところは検

討のほうをしている状態ではございます。 

○後藤久美子副委員長 先ほど、江口委員やったと思

うんですけど、コミセンと市民ホールの違いってい

うところで、コミセンに関しては地区のかいわいに

いる方が御利用される、市民ホールに関しては全市
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的にというか、市民さんであれば、どなたでも御利

用できる。要は、例えば市民さんでもちょっと遠方

だけれど、地区が違う方同士でサークル活動だった

り何か集めるっていったときに、そこの地域の方た

ちがすごく多いから、じゃあそっちのほうに集まり

ましょうみたいなときに使えるものでもあるのかな

と私は思ってるんですけど、その認識で大丈夫なん

ですか。 

○森田明子市民部次長 利用範囲というような考え方

でいきますと、原則、もちろん全市民に使っていた

だいては構わないんですが、ホールが一番小さいよ

うな形、小学校区っていうような形がメインという

ふうに考えておりまして、コミセンのほうが幾つか

の地区が集まった形の方をメインで使っていただく、

センターはもっと全市的な形で使っていただくとい

うような形で、大まかな区分というのは考えており

ます。 

○後藤久美子副委員長 先ほどちょっと申し上げてい

るんですけど、ホームページをつくられているとこ

ろとつくられてないところとありまして、確かに問

合せ先として、例えば桃山台だったら桃山台市民ホ

ールって検索をしたら、先ほど言ってた市の予約シ

ステムというか、ページというか、それがトップで

出てくるっていうような感じで、何をされてるのか

も全く、どういう部屋があるのかすらも分からない

っていうような感じなので、一番最初辺りに稼働率

とおっしゃってましたけれども、桃山台少ないよと

かっておっしゃってましたけど、そういうのも影響

しているのかななんて思うんですが。市として、デ

ジタル化を進めるようなロードマップみたいなもの

があるんであれば、指定管理者の方たちも誘致でき

ますといいますか、すごく便利になるんじゃないか

ななんていうふうに思うんですけど、そういったこ

との勧めみたいなのはされてはないんですか。 

○森田明子市民部次長 現状ロードマップというもの

は考えておりませんので、施設予約システムとホー

ムページ等の各ホールの統一化であったりとか、ま

たデジタル化への進行であったりということは、改

めて検討してまいりたいと考えております。 

○後藤久美子副委員長 そしたらですね、先ほどの委

員さんとのやり取りを聞いてて、補足の質問になる

かもしれないんですけれども、管理経費の人件費が

９割というふうに聞きまして、光熱水費とかはどう

なってるんですか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 光熱水費は市の予算

で、こちらのほうで支払っている次第です。 

○後藤久美子副委員長 分かりました、それは別に市

の予算で支払われているということで確認できまし

た。ありがとうございます。 

  それとですね、管理経費自体は市の積算根拠で数

字が上がってるんですけれども、指定管理っていう

のは、その管理者の方に予算の内訳というか決めて

もらっているっていう理解でいいんですか。ちょっ

と私が分かってないのかも分かんないですけど。積

算根拠は市が決めているけれども、中の、例えばで

すね、事務員さんに人件費としてお支払い予定とし

ているものが、実は中でそんなに払っていなかった

っていうこともあるのかなとか。分からないんです

が、ちょっとその辺りを教えてください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 副委員長のおっしゃ

るとおりです。こちらのほうで積算をした金額をお

示しして、その中で、基本的には指定管理者さんの

ほうで運用していただいております。 

○田中満明市民自治推進室参事 確かにこの金額のベ

ースとなるものは行政で決めておりまして、協議の

上、協定を結んでいるというところです。今ちょっ

とお話しいただいているのは、その中で、実はそこ

まで使ってなかったんではないかという実態の把握

はしているのかということでございますけど、市民

ホールにつきましては、かかった経費については全

て精算しています。内容を確認した上で精算してい

るということで、いわゆるお金が浮くというような

状況はないということが実態でございます。 

○後藤久美子副委員長 精算しているというのは、支

払われましたっていうような表じゃないですけど、

そういったものを提示いただいてるというか、管理

者側からこういったもので使いましたっていうのを

市に提出されているっていう認識でいいんですか。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 副委員長のおっしゃ

るとおりです。 
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○後藤久美子副委員長 先ほど梶川委員のほうから、

無料じゃなくって有料にしてもいいんじゃないかみ

たいなことをおっしゃってたんですけど、それはそ

れでいいのかなとは思うんですが、そうなってくる

とまた会計管理っていうのが別途必要になってしま

うんじゃないかな。要するに、そこの部屋を貸しま

した、どれだけ頂いてます、何時間とか何かそうい

った、ちょっとかなり会計的な知識とか、そういっ

たことができないと、なかなか向こうサイド、要す

るに市民さん側でそういった方を用意していただか

ないと難しいのかなというふうには現実的に思うん

ですけど、それを想定すると、今の人件費ではかな

り少なくなってしまうなと思うんですけれども、そ

ういったことを、今もしお答えできるんだったら、

もし有料にとかってなってきた場合は、やっぱり加

算はしないといけないっていう認識になりますか。 

○森田明子市民部次長 そこも含めて検討のほう、さ

せていただきたいというふうに考えております。 

○後藤久美子副委員長 あと、もう１点質問なんです

けど、先ほどの野田委員のほうから市民ホールは市

内に８か所あって、現在、藤白台市民ホールのみ対

象外となっているような感じで出てきている、２月

定例会で間に合う想定というような感じで御答弁い

ただいてたのかなというふうに私は認識しているん

ですけど、これは現在進行中ということなのか、何

か問題があったのか、管理側というか管理委員側が

結局、期限を忘れていたみたいな言い方だったよう

な感じだったんです。ちょっともう一回経緯をお願

いします。 

○森田明子市民部次長 申請要項等に、こちらでいろ

んな申請書の締切りとかっていうところを設定した

ような形で書類とかの提出のほうをお願いしていた

んですけども、ちょっとそのタイミングでは書類作

成等ができない、お忙しいタイミングというふうに、

詳細なお話だとそういうふうにお聞きをしておりま

して、とはいえ現状もお忙しいというふうにはお伺

いはしておりますので、２月につきましてはまだ未

定という形です。申し訳ないです、先ほど想定とい

うわけではなくて検討をさせていただきたいという

意味で申し上げさせていただきました。 

○後藤久美子副委員長 利用者サービスに空白が生じ

るっていうことはあってはならないのかなとは思い

ますし、また、使ってる方も恐らくその委員さんが

主体となってやってはるとは思うので、間に合わせ

てされるとは思うんですけど、ただ、遅延リスクの

有無というか、もし２月に間に合わなかったらって

いうことは想定されてるんですか。２月に間に合わ

なかった場合、どうされるんですか。 

○森田明子市民部次長 今はまだ正直、間に合わなか

った場合はこうしましょうっていう確定した検討の

ほうがあるわけではございませんので、ただ、おっ

しゃるように遅延のリスクっていうところは重々承

知をしておりますので、努力をいたしますというよ

うな形の答弁にはなるかとは思います。 

○西岡友和委員長 暫時休憩とさせていただきます。 

（午前11時43分 休憩） 

（午後１時 再開） 

○西岡友和委員長 それでは委員会を再開いたします。 

  橋本委員の午前中の質疑で保留となっておりまし

た答弁を受けることにいたします。 

○森田明子市民部次長 積算の内訳につきましては、

人件費が主ということではお答えをさせていただい

ておりますけども、時給掛ける１日６時間、掛ける

１か月平均して約25日の12か月、約300日で計算の

ほうはしております。そちらプラス年休代替要員用

の賃金として十日分、あとはこの人件費に係ります

労働者災害保険料、特定退職金共済掛金、勤労者福

祉共済掛金、こちら以外には消耗品費として１万円

掛ける12か月、こちらのほうが積算の内訳になって

おります。この賃金に見合う労災の保険料というも

のも積算には入れております。 

○橋本 潤委員 お答えいただきありがとうございま

した。これはあくまで私が勝手に試算してみただけ

なんですけど、今の最低賃金が1,177円で、今年の

引上げが５％ちょっとだったので、1,177円の５％、

また来年も上がったとすると、1,236円で、９月ま

でと10月からと半々だったとすると、その平均が

1,207円になると思いますので、来年10月、10月よ

りもっと早く決まりますけど、それで試算されてる

か分かんないですけど、その５％を超える最低賃金
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の引上げがあった場合は、その今算定に使われた金

額をちょっと注視していただかないと、合法的に運

営していただくこと自体が難しくなってしまうので。

もう大分低い人件費で見積もられている部分はある

かと思いますので、そこら辺はちゃんと注視してい

ただきたいなということと、今最低賃金が引き上げ

られ続ける、結構大幅に上げられてる中で、恐らく

というか、私も幾つかの会社経営してて、賃上げに

取り組むんですけど、やっぱり業務の効率化とかし

ないと、結局会社の利益が圧迫されて同じサービス

ができなくなる。行政の場合、民間と全く一緒じゃ

ないですけど常に、勝手に言ってるだけですからあ

れですけど、最低賃金に極めて近い金額である可能

性が高くて、それをちょっとずつ引き上げながらず

っと見ていただいてるっていうことでは、やっぱり

持続可能な運営にはならないんじゃないのかなと。 

  例えば、管理効率を上げる予約システムの話も先

ほどこの委員会の中でも出てますし、鍵のお話も出

てきましたけど、ワンタイムパスワードによるロッ

ク解除で遠隔からできる、常駐している必要がない

とか、予約システムとかを入れていけば、先ほど１

日６時間っていうお話でしたけど、同じ予算で１日

当たり平均５時間でいいかもしれない、４時間でも

いいかもしれないっていうことをしていかないと、

なかなかこういった形で、運営をお願いし続けてい

くのは難しいかなと思います。 

  今回の議案としては、指定管理の選定についてと

いうことなので、各地域の事情もそれぞれ違うかと

思いますので、要求仕様の中に10時から５時まで受

付してくださいということを書いてしまうと、もう

いなきゃいけないということになってしまいますの

で、そこをもうちょっと柔軟に、各地域で。基本的

に皆さん、申込みに来る曜日とか大体決まってると

か、地域の団体さんのこともある、それ大体把握さ

れてると思いますので、そういうのは自由にという

のもあれですけど、実情に応じて採用していただけ

るような要求仕様にしていただいてたほうがよかっ

たのかなと思いますし、今後、そういったところを、

この期間内でも改善できるところはしていっていた

だけたらいいのかなという、これ意見にして終わら

せていただきます。 

○西岡友和委員長 ほかに質問ありましたら、引き続

き受けることにいたします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第101号から議案第107号ま

でに対する質疑は終了いたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 暫時休憩します。 

（午後１時６分 休憩） 

（午後１時８分 再開） 

○西岡友和委員長 委員会を再開いたします。 

  続いて、議案第101号 吹田市津雲台市民ホール

の指定管理者の指定についてを議題とし、討論を行

います。 

  意見を受けることにいたします。 

○梶川文代委員 吹田市津雲台市民ホールの指定管理

者の指定について、意見を申し述べます。 

  まず、選定委員会が、この後に討論・採決される、

ほかの市民ホール分と全員同じ方が選定委員である

ということについて、非常に違和感を覚えます。や

はり、その地域、そのホールの特色、特徴等もあり

ますので、そういったものも加味した上で、選定委

員の選定についても今後しっかり考えられるべきと

いうことを申し上げておきます。 

  それと、積算根拠について、やはり５年先のこと

まで見通して積算することは不可能ということをも

ういいかげん自覚と認識をしていただきたい。５年

後どうなっているかということを考えるのではなく、

今現状、そして何かあったときに、例えば、年度中、

期間中であっても、その場合はやっぱり改めていか

なきゃならない。そういうときはしっかりと先方に

お聞きもし、先方から協議の申入れがあったら、し

っかりとお受けして、その都度決めていく。本来で

あれば、インフレスライド条項のように1.5％の物

価上昇等が見られたときには、その都度決めていく、

金額も変えていくっていうようなものを本来入れて

いくのがベストである。それを一律、今回も人件費

4.1％上昇を見込んで、毎年上げていくという方式

はおかしいので、ちょっとこれは改めるべきである。

やっぱりこれはしっかりと当事者の皆さんともお話
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合いをしてください。 

  あと、来年１月１日から始まる取適法についても、

一方的な代金決定は禁止事項となっております。だ

から、そういう禁止事項に抵触しないように、しっ

かりとしていただきたい。あと、賃金等の支払いに

ついても、取適法では60日を超えてはならないとい

うことにもなっておりますので、その辺りもしっか

りと留意して取り組んでいただきたい。 

  あと、市民ホールの使用料についてはもう全て無

料でなきゃ駄目みたいな形になっていることがまず

はおかしいなと思います。ほかの施設は、指定管理

者が使用している場合は、市の現在の決まりでは、

参加費が無料の場合は免除やけど、参加料を頂いた

場合は半分とかとなっているんですけど、このホー

ルの場合はそこにも当てはまらず、とにかく無料と。

そういったものもちょっとおかしいなと。しっかり

とコミュニティの醸成とかを進めていってもらうに

は、もう少し幅広くいろんな方に使っていただく。

そのためにも、そういうところの決まり全体から見

直していくべき。さっき申し上げた取適法の関係で

いっても、まして、この指定管理者のガイドライン

そのものもしっかりと見直していくべき。それは全

庁挙げて取り組むべきことであると。利用料、料金、

手数料のことも全庁挙げて取り組むべきと、そうい

うふうに思いますので、ここからの発信として、し

っかりと全庁に広げてお話を進めていただけるよう

に重々お願いをしておきます。 

  あと、ほかにもちょっと意見等はありますが、ま

た本会議でも述べさせていただくと申し上げ、この

後の高野台市民ホール、佐竹台市民ホール、桃山台

市民ホール、青山台市民ホール、古江台市民ホール、

竹見台市民ホールについてのものは、もう今の意見

と同意見であるということをまずは申し上げておき

ます。 

○西岡友和委員長 ほかに発言はありませんでしょう

か。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第101号を採決します。 

  議案第101号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第101号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第102号 吹田市高

野台市民ホールの指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第102号を採決します。 

  議案第102号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第102号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第103号 吹田市佐

竹台市民ホールの指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了いたします。 

  これより議案第103号を採決します。 

  議案第103号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第103号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第104号 吹田市桃

山台市民ホールの指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第104号を採決します。 

  議案第104号を承認することに御異議ありません

か。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第104号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第105号 吹田市青

山台市民ホールの指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第105号を採決します。 

  議案第105号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第105号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第106号 吹田市古

江台市民ホールの指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第106号を採決します。 

  議案第106号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第106号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第107号 吹田市竹

見台市民ホールの指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第107号を採決します。 

  議案第107号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第107号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 次に、議案第108号 吹田市立内

本町コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いてから議案第111号 吹田市立千里山コミュニテ

ィセンターの指定管理者の指定についてまでを一括

議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば受けることにいたします。 

○村口久美子委員 よろしくお願いします。 

  市民ホールのほうでも稼働率のことについての議

論があったんですけれども、コミュニティセンター

のほうでも稼働率上げるために、これまでも自主事

業であったりとか、助成金の活用であったりとか、

いろんなことが議論をされてきたと思うんですけれ

ども、どうしても立地の条件によって、千里山のコ

ミセンのように駅前で、複合施設で、地域の方がす

ごく集いやすいっていう条件もあれば、千一のよう

に非常に行きにくいところにあるという、そういう

コミセンもあるということで、できる限りやっぱり

地域の皆さんに活用をしていただきやすい環境整備

っていうのは進める必要があるのかなというふうに

思っています。 

  行きにくい千一のコミセンについては駐車場がた

しか、ちょっと限られた台数しか置けないというふ

うに記憶をしています。駐車場の整備っていうこと

は、進めるっていうことを視野に入れて検討をした

ほうがいいのではないかというふうに思うんですけ

れども、御所見をお願いします。 

○森田明子市民部次長 委員がおっしゃるとおり、確

かに立地条件によって稼働率、利用率っていうとこ

ろの差っていうところは確かに出てくるかとは思い

ます。ただ、駐車場の整備等を含めてっていうとこ

ろは、少しいろいろと課題がございますので、慎重

にちょっと検討のほうはさせていただきたいと思い

ます。 

○野田泰弘委員 内本町コミセン、これ、建ててから

何年たちますか。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 内本町コミュニティ

センターにつきましては、平成８年に建設しており
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ますので、そこからですからもう30年ぐらいになり

ますね。 

○野田泰弘委員 30年もたつとね、やっぱり軀体のほ

うからはいろいろ出てくると思うんですが。これは

あくまでも指定管理の問題ですが、とはいえ、この

本体自体のいわゆる建物の老朽化、これは今どうな

ってますか。何か問題がありますか、この建物。聞

いてませんか、管理者から。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 確かに、建設から30

年経過しておりますので、建物自身に老朽化はとこ

ろどころ出てきております。例えば廊下の窓枠が開

かなくなってしまったりであるとか、あとトイレも

昔は和式やったのを洋式に変えたりとか、修繕費を

毎年取っておりますので、できる限り施設のほうか

ら要望をお聞きしまして、修繕はさせていただいて

おります。 

○野田泰弘委員 トイレとかいろんなそういう窓とか

じゃなくて、もっとその本体自体の、例えば雨漏り

とかね、そういうのを聞いてませんか。 

○田中満明市民自治推進室参事 雨漏りといったよう

なお話については私どものほうには届いておりませ

ん。 

○野田泰弘委員 分かりました。こちらには届いてる

んですけども、ちょっとその辺のところをね、やっ

ぱりしっかりと。同じ借りるのに、その非常にね、

そんな具合の悪い施設をお金払ってというのは、こ

こは有料ですからね。施設管理のほうもしっかり、

それはそちらでやる仕事ですからね、しっかりとこ

こはもうやってほしいなとこのように思ってます。

ちょっと聞いたってくださいね、しっかりとね。よ

ろしくお願いします。 

○梶川文代委員 各コミセンはさっきのホールと違っ

て自主事業を精力的にずっとされてはおるんですけ

ど、その中においても、役所のほうの決まり的なも

ので窮屈なところは、その間その間あると思います。

そういったものなんかもしっかりと話を聞いてはり

ますか。 

○田中満明市民自治推進室参事 今委員おっしゃられ

たような、例えばコミセンから自主事業とか、いろ

いろ運営に関することとかについてお話があれば、

我々真摯に向き合っているつもりでございます。 

○梶川文代委員 いや、あれば聞くじゃなくって、ど

うなんだろう、何か文句言いに行くみたいな感じに

もね、もう思われたら嫌やからっていうのもあんね

んけど。やっぱり常日頃、私なんかやったら内本町、

いろんな部会があって、その部会長、副部会長さん

とかと一緒に会議とかもやったりとかしてはるんで

すけど、やっぱりそういう場にあなたたちも一緒に

座れば、そこでいろいろ聞けるんですよ。だから、

あえて言いに来て的な形にせんと、そういうところ

で一緒にお話聞かせてもらっておきますみたいな形

であれば、もっと如実に、よく現実が分かると思う

んです。ちょっとそういう形で取り組まれたほうが

いいと思うんですけど、どうですか。 

○田中満明市民自治推進室参事 コミセンとのやり取

りというか、コミュニケーションのことで御質問い

ただいてます。 

  コミセンにつきましては、先月ですけども、一堂

に会していただいて、私どもも参加して、意見交換

等を行っております。また、コミセンはいろいろ行

事等されておりまして、休みの日が多いんですけど

も、そういったところに我々も出向いて、いろんな

御意見とかやり取り、コミュニケーションを取ると

いうようなことはやっております。 

○梶川文代委員 総会とかにも、じゃあ来てください

ね。 

  やはり、これも金額の設定とかについても、先ほ

どホールのときも言ってます。やっぱりそのとき、

その年度途中、結構自主事業で頑張ってるからいけ

てはる部分もなきにしもあらずのところもあれなん

ですけど。ただ、やっぱり決められた中で、余った

分は返しなさいって、戻入しなさいよっていう形だ

から、頂いているお金はこれにしか使ったらあかん

ねんっていうような、何かそういうものも非常に窮

屈なんかなと。だからそういうんじゃなくて、もう

ちょっと自由に裁量権与えて、自由に闊達にやって

もらえるように、ちょっとそういう方向もちょっと

考えていただかないと。 

  これはもうコミセン、コミセンでそれぞれ規模も

違うし、特徴、特色も違うとは思うんで、その辺り
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もしっかりと見ながら進めてもらってるのかなと。

そういったものの結果の中で、今回も非公募という

決定となって、お任せを続けてしていくっていうこ

とになったんかなと。 

  ただ、それに対する理由づけであったりとか、そ

れについての裏づけ的な、説明できる部分がちょっ

と乏しいかなと思ったりもするんですけど、どうで

すかね、見解を求めます。部長にお聞きします。 

○大山達也市民部長 コミセンのほうと職員のほうと

でしっかりと情報共有しながら、場合によってはい

ろいろ御相談にも応じるという形は、積極的にこち

らも関与していきたいとは思っておりますが、なか

なかちょっと細部には至らないところというのは現

実にはあるのかなと思っております。 

  また、そういったことをお気づきのところがあり

ましたら、市民部のほうにお声届けていただきまし

たら、すぐにまた対応もしていきたいと思いますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

○梶川文代委員 これも選定委員会の委員、さっきの

ホールの人と同じ顔ぶれやね。これも雑やねと申し

上げておきます。 

  あと、人件費の関係なんかもね、やっぱり長く勤

めてらっしゃる方とそうでない方とかって一緒って

どうなんかなっていうね。人事考課的なものも、そ

れはもう、長がいてはるので。やっぱりその長とか

で、やってもやらんでも、できてもできんでも同じ

っていうものではなくって、やっぱりそういったも

のもしてあげれたらなと思うんですけど。今回も一

律時給でっていう形ですよね。その中で、館では頂

いてる人件費の中で分けたりもしてはれへんのでし

ょ。役所が決めたそのとおりにやってくださいって、

今回も指定の条件になってるんでしょ。 

○田中満明市民自治推進室参事 コミセン協議会の処

遇に関わることでございますけれども、こちらは一

定予算額いうのがある程度固まると、当然積算根拠

もございます、こちら、お示しはします。お示しは

しますけども、これのとおりやってくださいといっ

たような投げかけはしておりません。これをベース

にしながら、協議会の中でお決めいただいて、その

辺りの処遇を最終決定されているといったふうなこ

とで認識しております。 

○梶川文代委員 ただ、それするんやったら、最低賃

金よりもっと上の人件費払っとかへんかったら、で

き切れへんよって思ったりもするんですけど、どう

ですか。その辺り、ちゃんと算出に入ってんの。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 算出のときに、最賃

を下回らないように予算は計上しております。毎年

上がっていく形で予算計上して。 

○梶川文代委員 今聞いてることと、ちゃうこと言い

出してはんで。いや、最賃クリアしてはるんは当然

ですやん。ただね、さっき言った、後はその中でど

ういう形で、長く勤めてはる人とそうでない人とあ

るやんかみたいな話の中で、できるようにしている

のって言うたら、しているって言うから、ほんまに

できるのって。この金額見てたらっていうことを危

惧して、ちょっと確認をしているんですけど。 

○森田明子市民部次長 積算根拠といたしましては、

ほぼ最賃ベース、最賃に少し上乗せの金額っていう

ところがありますので、多少の遊びというのは確か

にあるんですけども、毎月、例えば経験加算で仮に

１万円ずつ上乗せとかっていうところになると、少

し難しい程度の金額しか遊びはないということにご

ざいます。 

○梶川文代委員 いや、本当に微々たるものでしかな

いので、ちょっとね、もう自分らの給料の俸給表と

ね、比べてみてくださいよって思うときもあるんで

すけど。やっぱりよくやってくださってるんです、

スタッフの皆さん。あと、ボランティアの皆さんも

ほんまにようやってくれてはります。実はボランテ

ィアさんも身銭切っているようなとこあるんですよ。

私らでも実は、給仕しながら自分が飲むコーヒーは

自分でお金払って飲んでるみたいな形なんですけど

ね。やっぱりちょっとそういうね、皆さんの努力、

もうお金がない、ないっていうような何か、もうそ

れが当たり前のコミセンじゃ困るので、その辺りも

しっかりとお考えいただけたらなと。だから私、ち

ょっと金額的にはね、さっきも言ってますけど、納

得いかないんですけど、ただ、こちらの指定管理者

にこれからお任せすることについては反対はいたし

ません。 
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  一旦置きます。 

○山根建人委員 先ほどと同じ部署なんであれですけ

ど、賃金上昇率4.1％積算根拠にしている、これも

そうですよね。 

○森田明子市民部次長 そのとおりでございます。 

○山根建人委員 先ほどの市民ホールでも議論になり

ましたけど、賃金上昇率で５％を超える年も、今年

はね、超えたりもしましたけども、それはそのとき

の状況によって、次の年度や年度途中で、管理経費

としてこういう額は出てるけども、それは一応話し

合って決めていくっていうことでよろしかったです

かね。 

○森田明子市民部次長 まずは年度当初の年度協定時

に協議をするっていうところと、仮に10月、かなり

最賃とかが上がってっていうことになりましたら、

またそのときには御相談、協議のほうをさせていた

だく形にはなるかとは思います。 

○後藤久美子副委員長 ちょっと今、議案参考資料見

てたんですけれども、内本町コミュニティセンター

の管理経費の提案額のところなんですが、先ほど山

根委員からも賃金上昇率4.1％っていうふうな感じ

で聞いてるんですけれども、これ例えば、令和８年

度だと2,346万919円というふうになっていて、役員

のところが会長１名、副会長３名、会計１名みたい

なふうになっていて、何かこの役員さんの賃金って

いうかの感じになっていくのかなと思って、じっと

見てて。亥の子谷であったりとかは、これは常任委

員が25名以内、何かそんなふうなことが書いてある。

千一コミュニティセンターに関しては、がくっと額

が下がっているから、人件費がそんなにかかってな

いのかなっていうのと、かなりその額の違いが、そ

れぞれコミュニティセンターによって出ているんだ

なと思ったんですけど、これはどういう内訳なんで

すか。 

○田中満明市民自治推進室参事 今委員お示しいただ

きました、例えば、議案参考資料93ページの辺り、

これ、役員、会長、副会長、会計となってございま

す。片やこの人件費は、我々お話ししてますけども、

この方々に係る人件費ということではございません。

これ、あくまで協議会としてのメンバーの構成のこ

とを示しております。あくまで人件費は別のスタッ

フに向けて予算計上して、支払われていくというこ

とです。ですから、そもそも千一は除くとして、ほ

かのコミセンにつきましては、ほぼ同様の金額にな

っておるかと思います。 

○後藤久美子副委員長 そしたら、千一だけ何でその、

739万1,413円と令和８年度でいうとなってるんです

けど、これは何でそんなに大幅にがくっと違いが出

るのかが分からないので教えてください。 

○濵田康憲市民自治推進室主査 内本町・亥の子谷・

千里山コミュニティセンターと、千一コミュニティ

センターの人件費に係る計上の仕方なんですけれど

も、異なるのは規模によってスタッフの人数が異な

るということで、スタッフに関するところが、内本

町、亥の子谷、千里山はスタッフ６人換算で、千一

コミュニティセンターにおいては、二人の換算で算

出しているということと、あと局長が内本町、亥の

子谷、千里山は二人、局長、次長体制ですけれども、

千一コミュニティセンターにおいては局長一人とい

うことで、その他手当であったりとかが変わること

によって、千一コミュニティセンターの金額のほう

が少なくなっているということでございます。 

○梶川文代委員 これ内本町とかね、理事とかは役員

に入らないんですかね。会長、副会長、会計で、理

事さんとかもおるんですけど。 

○森田明子市民部次長 今回申請に当たって、団体さ

んから提出された概要に記載されていた役員がこち

らであったので、これを議案参考資料のほうに転載

させていただいた形になっております。 

○西岡友和委員長 ほかに質問がありましたら受ける

ことにいたします。よろしいでしょうか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第108号から議案第111号ま

でに対する質疑は終了いたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 暫時休憩といたします。 

（午後１時37分 休憩） 

（午後１時38分 再開） 

○西岡友和委員長 委員会を再開します。 

  続いて、議案第108号 吹田市立内本町コミュニ
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ティセンターの指定管理者の指定についてを議題と

し、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

○梶川文代委員 質問でも申し上げましたけれども、

やはりそちらに勤めていらっしゃる方々が長く頑張

って、せんだって長くおられた方が交代されたりと

かっていうようなときもあったんですけど、長くや

っていても、今日初めて入った方と同じような取扱

いが給与面でされているっていうのはちょっと嫌な

ので、その辺りはしっかりと見てあげれるよう、そ

ういう形でしていただきたい。 

  あと、予算の設定についても、役所の中でやっぱ

り予算を決めて、その範囲内で的な形で説得をする

みたいなものではなく、実際にされてて、どれぐら

いが必要なのか。これもやはり働いていらっしゃる

方、そちらにおられる方のスキルを向上するといっ

た意味においても、やっぱり積算能力等を磨くって

いう必要性もありますので、そういったことについ

ても今後取り組まれたい。 

  やっぱり金額面についてはもう言い出したら切り

がないので、また、本会議でも言わせてはもらいま

すけれども、やはり１月１日から始まる取適法に抵

触しないように、しっかりとやっていただきたいと

いうことを申し上げます。 

  今回、指定管理者候補者に対しては、何ら異議な

く、それに対して反対をするものでもありませんと

いうことを申し上げておきます。 

○西岡友和委員長 ほかに発言はありませんでしょう

か。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第108号を採決します。 

  議案第108号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第108号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第109号 吹田市立

亥の子谷コミュニティセンターの指定管理者の指定

についてを議題とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

○梶川文代委員 さきの内本町コミュニティセンター

の指定管理者の指定についてのときに申し上げた意

見と同意見であります。 

  また、この後の千里山並びに千一のコミュニティ

センターの指定管理者の指定についても同意見であ

るということを申し上げて、意見といたします。 

○西岡友和委員長 ほかに発言はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第109号を採決します。 

  議案第109号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第109号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 議案第110号 吹田市立千一コミ

ュニティセンターの指定管理者の指定についてを議

題とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第110号を採決します。 

  議案第110号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第110号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第111号 吹田市立

千里山コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてを議題とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第111号を採決します。 

  議案第111号を承認することに御異議ありません

か。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第111号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 暫時休憩します。 

（午後１時42分 休憩） 

（午後１時44分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

  次に、議案第112号 吹田歴史文化まちづくりセ

ンターの指定管理者の指定についてから議案第114

号 吹田市立総合運動場の指定管理者の指定につい

てまでを一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにいたします。 

○江口礼四郎委員 お願いします。管理経費の提案額

について、一つずつ歴史文化に関する算定の根拠で

すかね、をお示しください。 

○向井雅之文化スポーツ推進室主査 管理経費につき

ましては、これまでの実績を基に最賃の上昇を見込

んで積算したものでございます。 

○江口礼四郎委員 人件費だけってことですか。 

○向井雅之文化スポーツ推進室主査 施設管理費等に

つきましては、これまでの実績値を基に固定値で積

算をしておりまして、人件費につきましては上昇を

見込んで積算をしております。 

○江口礼四郎委員 すみません、聞き方が悪かった。

ここに載ってる１年間、約2,700万円の額は、人件

費だけですか。ほかにも例えば、かかってる費用が

ある、入ってる費用があるんですか。 

○向井雅之文化スポーツ推進室主査 人件費以外につ

きましても、消耗品費や燃料費、光熱水費、その他

委託料等を含んだ積算をさせていただいております。 

○江口礼四郎委員 その割合を聞いて大丈夫ですか。 

○向井雅之文化スポーツ推進室主査 人件費が70％程

度、その他につきましては30％程度で積算しており

ます。 

○西岡友和委員長 もう少し詳細に御答弁お願いいた

します。 

○脇寺一郎都市魅力部長 少々お時間頂きまして、後

ほど改めてお答えさせていただくということで、よ

ろしくお願いいたします。 

○江口礼四郎委員 よろしくお願いします。 

  一旦置いておきます。 

○有澤由真委員 よろしくお願いいたします。まず、

私のほうから選定委員の選定方法について、先ほど

市民部でもお伺いさせていただいたんですけれども、

今回、関大の先生と大阪学院大の先生と有識者が入

っておられて、先ほどの市民部の答弁でしたら、過

去にも実績があるというか、５年前ですかね、指定

管理の選定のときにされた方が、また後任を推薦し

てくださったっていう流れだったらしいんですけれ

ども、こちらも同様なんでしょうか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 選定委員の人選

につきましては、学識経験者の方につきましては、

浜屋敷の選定委員にふさわしいような方をというこ

とで御推薦いただいております。そのほかについて

は団体のほうに推薦依頼したりという形で選定委員

のほうを決めております。 

○有澤由真委員 学識経験者や有識者に関しましては、

まず浜屋敷にふさわしい方を推薦いただいたという

ことで理解しました。その他団体については、団体

さんに依頼をかけてってことなんですよね。 

  この中のね、私ちょっと１点気になったんですけ

ど、市民活動フォーラムみのおさんっていう方がい

らっしゃるんです。これ、何で箕面なんですか。あ

えての箕面なんですかね。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 こちらの方は前

回もお願いしてた方にはなるんですけれども、指定

管理者の選定に関して、指定管理者の経験のある方

ということでお願いをしているんですけれども、市

内の施設ですと、なかなか浜屋敷と似た施設がない

というところもございますし、同じ時期に選定され

てたりっていうのも少し避けたほうがいいのかなと

いうことがありましたので、市外であればそういう

ことがないので、市外の方にお願いをしました。 

○有澤由真委員 御答弁から、慣れてはるということ

とか、おっしゃってる意味はもちろん分かるんです

けれども、その本市における何ていうんですかね、

特性というか、箕面とまた違うのかなという勝手な

イメージがあって、そのね、フォーラムみのおさん
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の前回指定管理の何かの選定されたときに、浜屋敷

と同じような団体、何ていうか指定管理者をね、選

定された実績もあるんでしょうけど、何だかちょっ

と箕面じゃなくてもいいのになと思ったんですけど、

本市にそういう方が、適切な方が見つからなかった

ということなのかなと推測しますので、分かりまし

た。 

  でですね、この第１回目の議事録見てたんですね。

そしたら、冒頭に委員Ａさんが、まちづくりセンタ

ーの指定管理は今回は１期目かっていうことを質問

されてるんですね。そしたら、事務局が今回６期目

でありっていうふうにお答えになられてるんですけ

ど、この指定管理が１期目っていう、そもそものこ

とも理解されてないような方が選定委員に入ってる

のはどうなのかなと思ったんですけれども、この点

いかがでしょうか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 このＡ委員につ

きましては、今回初めて浜屋敷のほうの選定委員を

お引き受けいただいた方になっておりまして、基本

的なところをまず確認されたというふうに認識して

おります。 

○有澤由真委員 もちろんね、選定委員さん、いろん

な方が出席されると思いますし、初めての方が来て

くださるということもフレッシュといいますか、新

しい風というと言い方おかしいですけれども、そう

いった意味でもいいのかなと思うんですが、ただ、

本市の浜屋敷っていったら、私の中でも何ていうん

ですかね、そういう文化的なことをやってらっしゃ

ったりとか、いろんな独自のことをやってらっしゃ

いますから、そういった意味でも浜屋敷については

ちょっと思い入れというか、頑張ってほしいなとい

う思いがありまして。その指定管理者を選ぶ選定委

員会ですから、そういったこともしっかり頭に入れ

ていただいて参加していただくような選定委員がい

てくださったほうが、１回目からね、初めてはもち

ろん分かるんですけど、過去の実績とか、過去の何

ていうんですか、浜屋敷の議事録なり見えるわけじ

ゃないですか。だからそれは用意して臨んでいただ

きたかったなというふうに思いましたので、意見さ

せていただきます。 

  先ほどの委員さんの質問の中で、今回の管理経費

の提案額で2,700万円かな、おっしゃってまして、

その中の何ていうんですかね、金額については今計

算いただいてると思うので、パーセンテージ、先ほ

ど御提示いただきましたから、そちらで質問させて

いただきたいなと思ったんですが、人件費が70％で

それ以外が30％ということで、この30％の中に施設

管理費が入るって先ほど御答弁にあったと思うんで

すけれども、この中にもちろん修繕費ということも

見込んでいるんですよね。 

○向井雅之文化スポーツ推進室主査 令和８年度につ

きましては修繕費を70万円見込んでおりまして、割

合にいたしますと、2.5％となります。 

○有澤由真委員 また議事録の話になるんですけれど

も、議事録で勉強させてもらいまして、いろいろ見

てましたら、20万円以下の小規模なものは指定管理

者が修繕費を負担するんですよね、たしかね。また

市の費用と一部国庫補助金で、その修繕費をする理

解で大丈夫ですか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 委員おっしゃる

とおり、指定管理者のほうは20万以下の小規模な修

繕をしていただいておりまして、市のほうではそれ

を上回るような施設の何といいますか、大きなもの

を修繕をしております。 

  財源としましては、特に現在は国庫補助というの

は当たっていないものです。 

○有澤由真委員 御答弁ありがとうございます。国費

はかかっていなくて、20万円以下の費用に関しては

指定管理者の負担で、それ以上のものは市が負担す

るということで理解しました。ありがとうございま

す。 

  でですね、過去にもその修繕に関しての要望書っ

ていうのを出されてるんですよね、浜屋敷から。そ

の辺も鑑みての2.5％、70万円の修繕費で賄えるの

かちょっと疑問に思ったんですけれども、いかがで

しょうか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 歴史文化まちづ

くりセンターの指定管理者とは年に２回、運営協議

会という形でコミュニケーションを取っております。

その際に、指定管理者のほうで、今後、修繕したほ
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うがいいと判断されたものの一覧というのを頂いて

おりまして、その中で少額の20万円以下のものは指

定管理のほうでお願いをしたり、市のほうで、例え

ば屋根ですとか、浜屋敷は古民家ですので、壁が板

になっておりますけども、そういう板が傷んだもの

ですとか、そういうものは市のほうの予算で修繕を

しているところでございます。 

○有澤由真委員 ありがとうございました。でですね、

市とその指定管理者と分けて修繕をされているとい

うことで分かったんですけれども、何か今の使用料

なりいろんな入ってくるものもあるんですけれども、

会派の先輩方と一緒に話したときに、入場料を取っ

たらどうなんかなっていう話をしたんですね。とい

うのも、今賄えてるんだったらいいと思いますけれ

ども、歴史の長い施設でありますから、今後、いろ

んな何ていうんですかね、天候でちょっと傷んだり

とか、またいろんなことが考えられますので、例え

ば、その入場料を取るなり、一般的に神社仏閣とか

拝観料とかありますよね。そういったふうに考えて

もいいのかなと思うんです。 

ただ、地域の子育て世代のお母さん方も、あそこ

の浜屋敷利用されている現状もありますから、果た

してそれが妥当なのか分からないんですけれども、

それも一度考えていただけたらなと思うんです。 

  実はですね、私浜屋敷の方にヒアリングというか、

お話を聞かせていただく機会がありまして、その中

で今回の指定管理料だったらちょっと厳しいという

ことは聞いてます。人件費の増加率っていうのも実

際はちょっと低いんじゃないかなっていうのをおっ

しゃってまして、先ほど御答弁の中にも年２回、関

係者会議ですかね、をされてるっていうことなので、

もしかしたらもうお聞きになってるかもしれません

けども、実際現場では指定管理料がちょっと、どこ

の施設もそうだと思うけど、浜屋敷に関してもちょ

っときついなということはおっしゃってたんです。 

  例えば、浜屋敷の主催の事業の参加費を上げると

かそういった工夫もしていかなきゃいけないなって

いうことはおっしゃってたので、その点はちょっと

頭の片隅にでも入れていただきまして、ぜひ、次回、

関係者会議があるのであればそこでまた、寄り添っ

ていただくというか、ちょっとこういう意見があっ

たけどもどうですかみたいな感じで歩み寄っていた

だけたらなと思ってます。 

  先ほどね、冒頭にも指定管理者の手挙げたのが１

者しかなかったみたいなのがありましたけれども、

浜屋敷に関しましてはずっとやってくれてはるじゃ

ないですか、ここがね、吹田歴史文化まちづくり協

会ということで。 

  今回の総合運動場の指定管理者の応募の中で、説

明会に前回９者来られて、今回７者しか説明会に来

られなかったということで、実際手を挙げたのが１

者ということなんですけれども、これ、何でその７

者も聞きに来られたのに、１者しか手挙がらなくて、

何か、何ていうんですか、条件が厳しかったんでし

ょうかね。 

○絹川和紀文化スポーツ推進室主任 総合運動場の現

地説明会に７者来られてたんですけども、１者しか

応募がなかったという点につきましては、ヒアリン

グの中で、やはり当初、指定管理料の積算がやはり

採算が合わないということから応募がなかったとい

うふうに聞いております。 

○有澤由真委員 採算の合わなかったということで理

解しました。ただ、もう少し工夫できなかったのか

なと思ったんですけれども、まあね、いろいろ事情

もあると思いますから、何とも言えないんですけれ

ども、ただ、７者が説明会来てくださって１者しか

挙がらなかったっていうので、指定管理者制度の中

でもその競争の原理というか、何か比べられないじ

ゃないですか。手挙げてくれはった企業さんがいる

だけありがたいんですけれども、そういったことか

ら、今後、こういった選定方法に関しましても、も

う少し皆さんが手挙げてやってみたいなっていうよ

うな工夫を、今も十分考えていただいてると思うん

ですけれども、さらに勝ち取るんやみたいな思って

もらえるような企業さんが出てきてほしいなと思い

ますから、それはね、また切磋琢磨して、本市の都

市魅力、文化スポーツの魅力アップにつながってき

ますから、その辺もいろいろと考えていただきまし

て、一旦置いておきます。 

○村口久美子委員 よろしくお願いします。資料あり
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がとうございました。 

  資料頂いた113号、114号、市立の武道館と総合運

動場についてお聞きをします。 

  この南海ビルサービスさんの事業計画書を見させ

ていただいて、南海ビルサービスさんはいろんな公

共施設の施設管理の実績であったりとか、府下の総

合体育館の管理業務であったりとか、吹田市内でも

市民プールと勤労者会館で事業をされているという

実績もあって、施設の維持管理については具体的な

項目が挙がっていて、いつ、何をするのか、どんな

頻度で見える化を図ってどう改善につなげていくの

かっていうことが非常に具体的に提案をされている

なというふうに思いました。 

  武道館、そして総合運動場に係って、そのほかの

一般的でない特殊なものの管理について、まずお聞

きしたいと思うんですけれども、総合運動場につい

ては、人工芝の管理というものが一つあると思って

います。張り替えるとなったら莫大な費用がかかる

ということで、維持管理によっては大分耐用年数が

変わってくるということで、現行ではどういうふう

に維持管理するかっていうノウハウっていうものは、

きちっと定められているようなんですけれども、こ

れについてはどのように引き継がれて、維持管理が

適切に行われているかどうかっていうのは市のほう

はどのようにチェックをしていくのか、まず御説明

ください。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 人工芝、特殊な

施設ということではございます。その中で、今回公

募させていただくに当たっての管理運営基準であっ

たり、仕様書の中でグラウンド等の整備についても

一定の水準といいますか、スポーツ施設管理士の資

格を有した者というような形で、一定の水準という

のがキープできるようなものを想定しております。 

○村口久美子委員 想定をされておられるということ

で、あと、武道館のほうで、これは仕様書の内容に

ついて、事業者の方が吹田市に質問をされていたと

思うんですけれども、吹田市の仕様書のほうでは弓

道の利用については、武道館が弓道連盟の協力を得

て発行する登録証を取得したものとする。ただし、

吹田市が発行する弓道のスポーツ指導員証を所有す

る者に引率されたものは利用可能とするとあります

が、弓道場の運用や保守に関する記載がございませ

ん。指定管理者以外の弓道に習熟した団体等へ業務

を委託しているのでしょうか。委託している場合、

費用と委託先の情報等の開示について可能な範囲で

御教示くださいというふうに事業者の方が尋ねられ

ていて、吹田市のほうは特に委託等はしておりませ

んというふうに御答弁されているというふうに思う

んですけれども。これは現在、体協が運営をされて

いるので、専門家の方がおられるということで、委

託をせずに運営ができているということだと思うん

ですけれども、こういった専門知識が要る、経験が

要る、こういうものの管理についてはどのようにさ

れるのか御説明ください。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 基本的には、事

業者が替わることによって業務に停滞がない、市民

サービスの低下がないような円滑な引継ぎというも

のは、当然、両者が誠実にやっていくものであると

いうふうに協定のほうでも定めております。 

  その中で弓道場のような特殊な施設であったりす

る部分については、新たな事業者、南海ビルさんに

ついても、その引継ぎの中で同様の手法を取ってに

なるのか、弓道連盟の方の御協力を得ながらという

ようなところは、引継ぎの中で調整していって、円

滑に運営されるものというふうに見込んでおります。 

○村口久美子委員 武道館なんかは特殊な施設なので、

物の管理っていうのは、ここの肝にもなってくるの

かなというふうに思うんですけれども、柔道の畳の

設置と点検はけが防止のために正しい方法を理解し

ている必要があるとか、弓道の弓矢は破損や劣化が

事故につながるとか、剣道の防具は湿気に弱く、手

入れを怠ると劣化や臭気が発生するとか、競技に適

合しているかどうかっていうことで、武道に関わる

物の管理っていうものは、安全性とか競技を実施し

ようとする際のどうしても必要な部分というふうに

なると思うので、弓道連盟とかの方々に依頼をせざ

るを得ないのかなというふうに思うんですけれども、

これは再委託という形になっていくと想定されてい

ますか。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 連盟さんとであ
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ったり、体協であったりというところと、新たな指

定管理者の南海ビルサービスさん、その業務につい

てというところは委託という形を取られるのか、そ

れこそ協力して何らかの報償というような形で御協

力をいただくのかという、そこの形については引継

ぎであったり、先方との話合いの中で決定されてい

くのかなというふうには思っておりますが、専門的

な設備、施設というところで知識が必要なものって

いうところについては、一定協力を得られるように

引き継がれていくものというふうに認識しておりま

す。 

○村口久美子委員 維持管理についても協力、委託っ

ていうことで、体協さんに力を借りるということが

必要になってくるのかなというふうに思うんですけ

れども、この事業計画を昨日頂いて、総合運動場と

武道館と、どちらもいっぱい読まないとと思って持

って帰ったら中身が全く一緒だったので、ちょっと

驚いたんです。 

  １ページだけ違ったところがあったんですけど、

全く違う施設ですのでね、これほど一緒っていうの

は本当に大丈夫なのかということをまず思いました。 

  事業内容については、１行だけ書かれているとい

うふうに私が見つけた範囲では認識をしてます。現

行の教室種目・内容に沿った教室展開を行っていき、

現行の教室に参加されている方が混乱しない配慮を

行います。これが自主事業の考え方っていうことで、

この１行だけ示されていた部分が、今後の事業の内

容なのかなというふうに私は理解したんですけれど

も、この理解でよろしいでしょうか。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 今、おっしゃっ

ていただいてるのは一定、自主事業のことについて

ということで、うちの指定管理業務に関しましては、

管理運営基準とかの中ででも、ほぼ施設管理・運営

というようなところがほとんどを占めていると。そ

れをスポーツ施設の施設管理・運営をしていくに当

たっての基本的な姿勢として、前段のほうでいろい

ろと考え方等を示されておるというところで、同じ

ような提案書になっているのかなというふうに思っ

ております。 

  そこからプラスアルファで自由に実施していただ

ける自主事業というところですけれども、選定委員

会のほうでも一部質疑があったんですけれども、基

本的には初年度につきましては、ここに書かれてあ

るとおり、現行のものというのを継続していくとい

うのが基本の考えですというところで、２年目以降、

それをやっていく中で改善というか、よりよいもの

にしていくというようなところで、２年目以降には

さらに個性のあるような、民間企業のノウハウを生

かしたような事業の展開というものに積極的に取り

組んでいくというような考え方であると、そういう

ふうに認識しております。 

○村口久美子委員 そしたら、今両施設で実施をされ

ている教室であったりとか、自主事業であったりと

か、大会といったことは全て継承をされるというふ

うに理解をいたしました。 

  内容は、体協さんとかに力を借りるということに

なると思うんですけれども、今、体協さんは何名雇

用されておられるんでしょうか。その方々はどうな

るのか、お答えください。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 体育協会の職員

が何名というのは今ちょっと調べさせていただいて、

その職員が今後どうなるのかっていうお話になりま

すけども、基本的には協定書の中にもあります継続

雇用というものを念頭に置いて、南海ビルサービス

さんも考えております。当然、継続雇用を受けるか

どうかっていうのは体協の職員さんの本人の判断と

いうことにもなるかもしれませんが、できるだけ今

あるサービスを継続してやっていただくというとこ

ろで見ると、南海ビルサービスさんもその力をどう

しても借りたいと、継続した雇用を優先して考えて

いるということを聞いておりますので、そのような

形で引継ぎのほうを進んでいくと思います。 

○村口久美子委員 継続雇用が原則ということで、そ

の雇用形態はどのようになるのか御説明いただけま

すか。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 雇用される形態、

それが正職員になるのか、そういうアルバイト的な

雇用になるかっていうのは、実際に南海ビルサービ

スさんと今現在の働いてる方との交渉の中で決まる

ことになりますので、今我々が正職員になりますと
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か、アルバイトになりますというお答えはいたしか

ねます。 

○村口久美子委員 今正職でやられてる方がアルバイ

トになる可能性もあるということかなというふうに

は思います。 

  それでミズノさんも教室運営には深く携わってお

られて、ミズノさんは教室を運営するためにトップ

アスリートを講師に招聘したりとか、あるいは様々

な有資格者の方々をそろえておられるっていう、そ

ういう現状だと思います。それによって教室の質が

非常に高いものとして市民の皆さんに質の高い教室

っていうものを提供されてきたというふうに思いま

す。その質の担保っていうことについてはどのよう

にお考えでしょうか。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 教室の質を担保

するということに関しましては、現在、ミズノさん

は専門的な技能を有する職員を採用してという形で

やっておられますが、南海さんに替わりましたら、

南海さんについてはその部分、継続雇用というお話

もありながら、一方では外注という再委託、部分的

に専門家に再委託をするということもありますので、

実際に今南海さんがプールのほうも管理されている

中で、自主事業というものは積極的に教室等もして

おりますので、それは形はミズノさんとは違う形に

なるかもしれませんが、教室の質の担保っていうも

のは図られると思っております。 

○村口久美子委員 ミズノさんが様々な有資格者の

方々を登録されていたっていうところで人件費がか

かっていたっていうことも仄聞をしています。今再

雇用とか、再委託とか、継続雇用っていうふうにお

っしゃってるんですけれども、経費が削減というか、

９月議会では上乗せが提案をされて、ただ、上乗せ

された額も現状のやられてる事業者の方からすれば、

まだ足りないという額だったというふうには仄聞し

ているんですけれども、そこから９月議会で1,200

万円減額をされたという点では、質の担保と言って

も、そこの専門家っていうところの質を削らざるを

得ないんじゃないかというふうに思うんですけれど

も、そこら辺の認識はどういうふうにお持ちでしょ

うか。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 ９月の定例会で、

一定補正というところで、今委員おっしゃられたよ

うに、総合運動場に関しては1,200万円減額ってい

う形にはなりましたが、両施設共に当初よりも増額

をしております。あと、確かに何でしょう、専門職

というところが、いてるというところで、人件費っ

ていうのはやっぱり専門的なことをする部分に関し

ては高くなる部分っていうのは、こちらも認識をし

ておりますが、それを見込んだ形で今回、南海さん

が手を挙げていただいたという形になりますので、

そこら辺、自主事業も含め同じ形で、１年目につい

てはできるだけ今やってるものを引き継ぐというこ

とをはっきり選定委員会の中でもおっしゃっておら

れますので、そちらのほうで進めていくものと感じ

ております。 

○村口久美子委員 南海さんが手を挙げていただいた

ので、１者ということで私たちもこれしかないので、

選ばざるを得ないという状況ではあると思うんです

けれども、ミズノさんと体協さんが総合運動場と武

道館をやり始められたのはもうあれですよね、14年

ぐらいずっと継続して運営をされてきた。それはこ

の南海ビルサービスさんの事業計画書の中にも第４

次総合計画であったりとか、スポーツ推進計画であ

ったりとかっていう、吹田市の計画に沿って、この

それぞれの施設の設置目的にかなう取組をしていく

ということはうたわれてはいるので、そういうふう

にしたいというふうに思っておられるというふうに

は思うんですけれども、これは率直に言って、本当

に質の低下、設置目的からして質の低下につながっ

ていかないのかっていうところを非常に懸念してお

りますけれども、それについてはいかがでしょうか。 

○中嶋花苗文化スポーツ推進室長 これまで地域に根

差して長年施設管理とか運営を行ってきていただい

た事業者が交代となることにより、確かに様々な不

安の声も予想されます。そういったところはですね、

十分に今回、指定管理者が交代することについて御

心配な点もあるかと思いますけれども、極力そうい

った変化については、先ほども小野が答弁申し上げ

たとおり、初年度はなるべく同じ事業を引き継いで

いただくですとか、なだらかなグラデーションをつ
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けつつ、新しい指定管理者との調整を図りながら、

よりよい在り方を見いだしていきたいというふうに

考えております。 

○村口久美子委員 先ほど来、初年度はっていうこと

を繰り返しおっしゃっていただいているので、その

後はどうなっていくか分からないということもある

というふうに思います。９月議会の中で、文教の予

算の分科会の中でも議論されてたと思うんですけれ

ども、今回こういった形で指定管理者の手が挙がら

ないということは初めてだったというところで、今

後も起こっていく可能性があるということでいえば、

ミズノさんと体協さんがやられている市内の体育館、

２年後に更新がされるという時期を迎えていくとい

うことを考えれば、そちらのほうも撤退をされると

いうことは大いに考えられるんじゃないかというふ

うに思います。 

  全てのその市民の皆さんの文化振興の拠点になっ

ているところが、今すごく大きく形を変えていこう

としている。初年度は同じ形で引き継がれるけれど

も、その後は分からないというお話だという今理解

なんですけれども、それでいいんでしょうかという

ふうには率直に思いますが、いかがでしょうか。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 委員おっしゃら

れるように今回、手が挙がらなかった、初めてのこ

ういう事案があって、今後、市民体育館なり、ほか

のスポーツ施設に関しても、しっかりやっぱりそこ

ら辺積算をする。あとは現指定管理者としっかりコ

ミュニケーション取りながら、今の実情とかも把握

して積算をしていく。ただ、何ていうんでしょう、

指定管理者が替わるというのは、やっぱり競争をし

ながらの中になるので、そういうこともやっぱり考

え得ることで、そういう指定管理者が替わることで

サービスも変わる、よりよくなったりというところ

も期待できますので、そこについては今後、いろん

なところが手が挙がるような形をしっかりこちらも

つくっていかないといけないということは感じてお

ります。 

○村口久美子委員 実際、今こういう形で起きている

ことは安定的に市民サービスを提供するっていう形

が一つ崩れている形ではないかなというふうには率

直に思っています。 

  ９月議会の議論の中でも、その実態を把握して、

委託先とか再委託先も含めて、きちっと実態をもう

ちょっとつかんでいく必要があるんじゃないかって

いう議論もなされてたと思うんですけれども、今現

状、この労働関係法令チェックシートっていうので、

委託先の実態は調査されてるっていうふうにはお聞

きしているんですけれども、そういう調査はされて

るんですかね。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 委員おっしゃい

ますとおり、今回応募していただくに当たっては、

そういった部分をチェックリストとして出していた

だいているということがまず一つあるのと、あとは、

指定管理が始まってからもモニタリングであったり、

第三者モニタリングというような形で、今の労働環

境、労働状態っていうものについては、一定ヒアリ

ングなり、書類の確認なりというところで確認をし

ているというところでございます。 

○村口久美子委員 ごめんなさい、ちょっと聞き逃し

てしまったんですけど、今回の委託をお願いすると

ころにはこういう調査をしたという御答弁でしたか。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 今回応募するに

当たっては、このチェックリストという形で申請と

といいますか、申告していただいた状態で応募して

いただいているというようなところでございます。 

○村口久美子委員 今回は全てクリアをした上で、今

後も継続的に実態をつかんで、より今までよりもし

っかりと話をして、委託費なんかも含めて決めてい

くという理解をしておきます。 

  ちょっと最後に、障がい者雇用のことについてお

聞きをしたいんですけれども、現行、障がい者雇用

は何人ぐらいされてるんですかね。 

○中嶋花苗文化スポーツ推進室長 申し訳ございませ

ん、今ちょっと手元にございませんので、後ほど答

弁させていただきます。 

○村口久美子委員 ミズノさんとか体協さんの事業計

画の中には、障がい者雇用っていうこととか、高齢

者の方とか地域の方の雇用っていうのは書かれてい

たんですけれども、南海ビルサービスさんのほうに

はその記載がなかったので、障がい者雇用について
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も継続がされるのかということについて、どうなる

かお答えいただけますか。 

○絹川和紀文化スポーツ推進室主任 現在、ミズノと

体協さんのほうで障がい者のほうの雇用はないとい

うふうに聞いております。 

○村口久美子委員 分かりました。 

  一旦置いときます。 

○西岡友和委員長 村口委員の先ほどの御質疑で保留

となっておりました総合運動場の雇用人員について、

答弁を受けることにいたします。 

○絹川和紀文化スポーツ推進室主任 総合運動場の体

育協会の職員につきましては、全15人中、アルバイ

ト含め５名となっております。 

○山根建人委員 ちょっと本会議でも質問させていた

だきましたけども、先ほど村口委員もね、ほんまに

質がね、担保できんのかということで、そのつもり

だというふうにお答えになってますけれども、先ほ

どいろいろ聞いてて、いろんなね、スポーツの資格

持った指導員とか、今、雇われてやってますよね。

それが本当に事業者が替わったとしてもね、もしミ

ズノさんがそういう方々を集めてたら恐らく引き上

げると思うんですよ。体協さんは引き続きね、協力

はしてくれるのかなと思うんですけど、この地域で

根差してますので。 

  そういった場合ね、きっちりと今度、その南海ビ

ルサービスさんがちょっと畑がもう、僕はちょっと

畑違いじゃないのかなと思うんですけど、管理が主

の会社ですので。ちょっと事業のね、今までやって

きた内容を見ても、もうほとんどスポーツに関する

ことっていうのはあんまりやられてないので、大丈

夫なのかなというふうに思うんですけども、それは

どういうふうにチェックするんですか、市として。

質を担保するためにはそういう人たちをそろえてる

かどうかっていうのをチェックしないと駄目ですよ

ね。ほんまに担保されてるのかっていうのがね。そ

れはどうやってチェックする。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 新しい南海ビル

サービスさんが、例えば、自主事業等で様々な教室

等されることも可能性あるかと思います。 

  一応、今回、管理運営基準等の中ででもですね、

利用者へのアンケート、例えば、今でしたら教室の

方に向けてのアンケートであったり、一般の普通の

利用者、個人使用の方に向けてのアンケートとかい

うこともそれぞれ実施しておる状況でございます。

その辺りで利用者満足度というところは図られてい

くのかなというふうに考えております。 

○山根建人委員 利用者任せということですか。市が

直接チェックしてこういう体育指導員の資格持って

る人とか、例えば日本サッカー協会のコーチ資格持

ってる人とかいうのは、利用者の人はそのトレーニ

ングを行ってる指導員の人がどんな資格を持ってる

のかっていうのはあんま関係ないですよね。うまい、

下手あると思うんですけど、教えるのに。 

  ただ、やっぱりそういうスポーツ、各団体ありま

すやん、スポーツごとに野球とかサッカーとかね、

いろんなもうボクシングとか多種多様ですよ。やっ

ぱり指導員資格を育ててるっていうのはそういうス

ポーツの協会が、そういうプロのね、指導者なんか

も含めてやってるわけですよね。だからそういうの

持ってるかどうかっていうのは市がちゃんと把握し

ないと駄目なんじゃないですか。そんなに利用者に

ね、アンケートだけ取ってこの人うまいですかとか

下手ですかとかね。そういうレベルじゃないんです

けども、その点はどうお考えでしょうか。ちゃんと

市でチェックしたほうがいいんじゃないですか。担

保するって言うてるんですからね。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 現在、指定管理

者のミズノさんは専門の指導員を配置されています。

それは、サービス的にふだんから専門家がいてるっ

ていうところ、教室の運営等々、実施事業等々ある

とは思いますけども、それは現指定管理者のサービ

スというところ、サービス向上策というところで成

り立っているもので、今回、南海ビルサービスさん

のほうでは、そこはプラスアルファ、その指導員を

つけるなり、専門職をつけるというような形のもの

を、それは仕様の中に入ってるものではありません

ので、今回、この形で南海ビルサービスさんは手を

挙げてきた。 

  ただ、先ほど村口委員のほうからもありました質

をどう担保していくのかっていうところに関しまし
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ては、先ほど守屋が言いましたような、その参加者

のアンケートと併せて、やはり市のほうからもその

自主事業の内容だとか回数だとか等々含めてチェッ

クはしていかないといけないというところは認識し

ております。 

○山根建人委員 認識しているんやったら絶対チェッ

クしてくださいね。そちらが提案してきた額をちょ

っと議会側が1,200万円削って、僕はそれでさらに

質の担保がほんまにできんのかなっていうのはちょ

っと疑問に思ってるとこですけど。だってそうでし

ょ。その人の、資格持ってるから給料とかも上がる

んですよ。で、そういう人に指導してもらうから質

が上がるんですよ。そんなん素人のね、こんなん言

うたらあれやけど、その辺のちょっと得意な人連れ

てきてね、何の資格も持ってなくて我流でね、教え

るっていうのはね、それは違う。それやったら人件

費は抑えれますよ。でもそれは、あの趣旨と違いま

すのでね、このスポーツ推進計画とも。 

  この事業者が出しているやつもスポーツ推進計画

にのっとってやっていくというふうに、ところどこ

ろに書かれているので、今はこれを信用して任せて

いくしかないのかなというふうには思ってますけれ

ども。でもそれを、これ事業者が替わるのでね、事

業者任せにせずにほんまにそれが担保できてんのか

っていうのはちゃんと市が責任持ってチェックして

ください。 

  全部引き継いでいくと、１年目はね。２年目から

はもうどうなるか分からないみたいな感じですけど

も。そういう意味では総合運動場ではいろんなね、

筋力アップとか跳び箱教室とかね、パーソナルトレ

ーニングとか、鉄棒・マット運動教室とかね、子供

向けから大人向けまでね、やってるので、それは絶

対に継続させるということと、やっぱりそれをやる

には、本当に管理経費の提案、向こうもしてきてま

すけども、この額で大丈夫なのかと。先ほど武道館

はね、やっぱ武道ということで特殊な施設でもある

し、スポーツでもあるということで、ただ、総合運

動場も武道館の管理経費の提案額よりもさらに

1,615万円下がって受けてはるんですね、この南海

ビルさんは。でも、総合運動いうことでは、これも

サッカーからいろんなスポーツ、陸上ね、これ書い

てありますけど、今の指定管理者のスポーツ、こう

いうのできますよいうの、サッカー、ラグビー、グ

ラウンドゴルフ、陸上競技ね。陸上競技もいっぱい

ありますからね、砲丸投げからやり投げから、100

ｍ走から長距離までね。そういうのがこの額でほん

まにちょっと担保できんのかな。この７割が人件費

や言うてましたけどけれども、主にやっぱりこれ、

スポーツのね、そういう指導者連れてくるとか、そ

ういう経費っていうのは人件費なんですよ、スポー

ツの場合。それは施設の管理経費っていうのもあり

ますけどね。それがほんまにこの額で、この総合運

動場、武道館も含めてですけども、特に総合運動場

は武道館よりも1,615万円もさらに下げて、ほんで、

ほんまに事業できんのかっていうのが、これ、すご

い心配しているわけですよ。 

  ちょっと部署違いますけど、先ほど市民ホールの

議論の中でもありましたけれども、賃金上昇率

4.1％でね、計算をしているということで、さらに

年度途中、この５年間契約やけども、市民ホールは

さらにもう、この4.1％よりも、今年ももう５％で

すかね、初任給、最低賃金の上昇率というのはさら

に１％上がってるわけですよ。今後、５年間の間で

4.1％よりもさらに上昇をしたら、この賃金という

ところもその事業者と話し合って、協議をして、上

乗せするんやったら上乗せするようなね、そういう

協議も行っていくっていうふうに答えてはったんで

すけども、こちらの部署もそういう考えでよろしい

でしょうか。 

○中嶋花苗文化スポーツ推進室長 御心配のこれで本

当に大丈夫なのかというところにつきましては、事

業者説明会も経て、一定この事業者さんには、経営

判断されて手を挙げていただいたものというふうに

認識しております。 

  ただ、今後、現時点でその物価高騰とかも見越し

た上で積算していただいて経営判断されてきたもの

なんですけれども、それ以上の急激な物価高騰等に

つきましては、リスク分担等も定めておりますので、

必要に応じて協議をしてまいりたいというふうに考

えております。 
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○山根建人委員 よろしくお願いします。部長もよろ

しくお願いします。 

  やっぱり管理の質なんかも含めて指導の質とかも

含めて、それ、絶対やっていただかないと、もうど

んどん安かろう悪かろうになっていくのが僕はほん

まに心配なんです。 

  別に南海ビルさんを信用している、してないとか

じゃなくて、物理的にというか、そういうお金の経

費の面でもできなくなるんじゃないかなというのが

すごい心配しているところですので、それはもうそ

の都度協議していただいて、真摯にね、話合いして

いただけたらなというふうに思いますけども。 

  先ほどね、ちょっと村口委員も聞いたんですけど

も、労働関係法令チェックシートでチェックをした

というふうにありますけども、このチェックシート

出してもらったんですよね、今回も。何か問題のあ

るとこあったんですか。また、過去この会社の、市

民プールなんかも今やってますけれども、この会社

じゃないけども、一緒にＪＶ組んでる会社が賃金未

払いとかありましたよね。それでえらい問題になっ

たときあったんですけども。それすごい是正はされ

てると思うんですけども、この会社についてはこの

労働環境法令チェックシートで何が問題とか出てき

ましたか。それについてもう改善しているとか、い

ろんなチェックされてると思うんですけども。ちょ

っと詳しい事象があったら教えていただきたい。 

○絹川和紀文化スポーツ推進室主任 提出いただきま

したチェックシートにつきましては、全て問題ない

という形で回答いただいております。 

○山根建人委員 過去、南海ビルサービスさん、何か

問題あったことありましたか。ほかでやってはるで

しょ、その管理とか。スポーツ施設。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 市内でもほかの

施設管理しておりますけれども、特に問題があると

いうふうには認識しておりません。 

○山根建人委員 ほんなら、こちらで認識しているの

は、直接南海ビルサービスじゃないけど、一緒に共

同体組んでた企業が賃金未払いあったっていうその

問題だけやいうことでよろしいですね。もう後から

出てきませんね。それで、もうちょっと再度。そう

ですやったらそうでいい。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 今委員おっしゃ

るとおりでございます。 

○山根建人委員 分かりました。直接関係ないという

ことですけども、やっぱり共同体組んでたっていう

ことは、いったら責任は一緒ですのでね。そういう

のは、我々、過去あったっていうのは、ちょっとこ

の企業に対しては、やっぱりそういう点も含めて見

ていくべきじゃないかなというふうに、これはちょ

っと念押しというか、しておきたいというふうに思

います。 

  それで、ちょっと事業計画書を出していただいて、

ちょっといろいろ質問させていただきたいとこがあ

りまして、事業計画、先ほども村口委員言いました

けども、もうほとんど一緒なんですよ、武道館と総

合運動場が。ちょっと何かいろいろ、これ、どうな

んかないうのは、何かカプセルトイ導入っていうこ

とで、ガチャガチャはこの武道館にも総合運動場に

も置くと。これ、自主事業、サービス向上のための

方策みたいなんであるんですけど、それ何かスポー

ツと関係ありますか、ガチャを置いて、誰がやりま

す。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 このカプセルト

イにつきましては、直接スポーツの推進に寄与する

というようなものとかではないかとは思うんですけ

ど、現状、吹田の市民プールのほうとかでも設置さ

れておりまして、ほかの聞くところによると、他市

の施設なんかでも設置していて、その中では一定の

収益といいますか、人気のあるものなので、お子さ

んとかが来られるとか、そういうところも見越して、

親子連れが来られるというところも見越して、少し

でもというようなところで提案されているものとい

う認識でございます。 

○山根建人委員 ほなこれ、だから、スポーツ系とか

のガチャガチャじゃなくて、いうたら普通の何や、

ポケモン出てきたりとか、キン肉マン消しゴム、ち

ょっと古いな、今のはやりの何かフィギュアが出て

きたりとか、そういうガチャガチャいうことで理解

しておきますね。今はないけど。 

  ほんで、ちょっと両施設で違うのが、総合運動場
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は屋外用ミストファン導入、これを書いてはるんで

す。武道館のほうは製氷機の設置が書かれてて、こ

れがちょっと両施設で違うところなのかなっていう

のがありまして、これはどういう意図で。別に総合

運動場もこの製氷機を置いたらいいと思いますし、

武道館もミストファン置いたらええんちゃうかなと

思うんですけど。 

○絹川和紀文化スポーツ推進室主任 今委員おっしゃ

られるようなミストファンであったり、製氷機、ど

ちらにも置いたほうがいいのではないかという御意

見ですけれども、こちらにつきましてはあくまでも

一例でございますので、今後、指定管理者さんと協

議した上で、どういったものを置くっていうのはこ

れから詰めていきたいというふうに考えております。 

○山根建人委員 あとね、武道館で武道ツーリズムい

うのが事業を提案されてまして、これ、インバウン

ド対応ですね。外国の人向けにいろいろ考えはんな

と思うんですけど、イメージ図として、着物を着て

お茶飲んでたりとか、弓道体験とかね、胴着着て写

真とか撮りはるんですかね。これは、だから、何か

この大阪・関西万博の熱気を受け継ぎ、55年前の吹

田万博の記憶をたどるみたいな表題が出されてるん

ですけれども、これはその自主事業やから、もう吹

田市はもう全然ノータッチになるんですかね。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 委員おっしゃる

とおり自主事業でございますので、武道館を活用し

た形での集客というようなところも含めて事業者の

ほうで御提案いただいているものです。自主事業に

つきましては、当然、事前には申請書等出てきます

ので、うちのほうでも一定目を通したような形で、

実施するとなれば提案があるものかなというふうに

思っております。 

○山根建人委員 ちょっとチェックしていただけたら

な。別に外国の方ね、体験してもらっても、それは

それで外国の人は楽しいのかなというふうに思うん

ですけど、別に日本の方でも、弓道、全然僕もやっ

たことないしね。そういう体験なんかできたらいい

んじゃないかなと思うんですけども。ただ、何か昨

今ね、すごい問題になってる、物すごい外国の方が

殺到してね、ふだん使えてるところが使えなくなる

みたいなね、そういうのはちょっと、この武道館の

趣旨とまた違ってくるので、そういうところはちょ

っときちっと見ていっていただきたいなというふう

に思うのと、あと、総合運動場のところで、ここと

武道ツーリズムがこの事業計画書の中で唯一違うと

こなんですけど、細かいところはちょっといろいろ

あると思うんですけど、唯一このページが違うくて。 

  総合運動場のところね、ＡＩ監視システムの導入、

ＩＣＴの活用っていうのがあるんですけど、これで

何が魅力ある自主事業につながるんですか。それは

ＡＩで監視して、何かこう書いてあるのは、ＡＩ監

視で無人安全管理、これ、どういう意味の、もうお

らんようになるのかなとか、スタッフがね。今、は

やりのありますやんか、ｃｈｏｃｏＺＡＰでしたっ

け、無人トレーニング施設とかね、そういうのをち

ょっと目指してはんのか、それやったらちょっと違

うなっていうふうに思いますし、ちょっとリアルタ

イム混雑状況配信とか、マシンエリアの利用率分析

みたいな。このマシンエリアの利用率分析とかやっ

ても、それは事業者が分析するだけで、何か魅力あ

るこの自主事業っていうのに、これ、つながんのか

なっていうのは思うんですけども、これってどう考

えたん、吹田市としては。事業者の自主事業やから

勝手にやりはんの。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 自主事業ですの

でと言ったらあれですが、事業者のほうで一定、例

えばマシンの混雑状況とかを配信とかしていくとい

うところで、行こうかな、行かんとこうかなとか、

そういう意味で市民サービス、情報発信というとこ

ろも一定になるのかなというふうに考えておられる

のかなというふうには思います。ここに書かれてい

る内容ぐらいの情報にはなるので、さらに細かいこ

とを聞き取りしているというところではないんです

けれども、一定、ただ単にマシンを置いているだけ

じゃなくて、安全管理であったり、利用状況であっ

たりというのを把握していくというところが直接、

市民にスポーツ推進にというようなところではない

んですけれども、情報発信サービスというようなと

ころで、自主事業ということで提案をされているも

のというふうに認識しております。 
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○山根建人委員 僕はちょっと懸念をしているのは、

自主事業で、こういう民間事業者の方は収益を上げ

ようとするじゃないですか。だから、このＡＩ監視

システムを導入してね、経費を削減しようとしてい

るのかなと。そういう収益を上げようとしているの

かなっていうのがちょっと、ＡＩ監視で無人安全管

理とかいうところからもちょっと見て取れるんです

よ。僕はそれはちょっと、市としてはちょっと趣旨

違いますよね、これは。ちゃんと人の目で管理を任

せるんやから、それは監視カメラとかでね、いろい

ろチェックはしてもらったらいいですけども、基本

的には人の目で監視というか、管理をするところで

すよね。だから、ちょっとここはそういう行き過ぎ

たね、ほんまに無人のそれやったらｃｈｏｃｏＺＡ

Ｐ行きますよ、そういうふうにならないようにちょ

っと監視というかね、市としてチェックしていくべ

きだと思うんですけども、その点はいかがかお考え

ですか。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 先ほども申し上

げましたけれども、一応自主事業を御提案いただく

に当たっては、うちのほうでも当然中身っていうの

をチェックさせていただきますし、利用者の安全と

いうところは、もう当然優先されるべきものである

というふうに考えておりますので、今言うてるよう

な、今現状の運用から人がいなくなって、経費の削

減が第一の目的というところではなくて、さらなる

市民サービスの向上で、安全性の向上というところ

に寄与するものであるということを前提に、うちの

ほうもチェックしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○山根建人委員 よろしくお願いします。 

  あと、ちょっと先ほど、どなたか委員さん忘れた

んですけど、やり取りの中でスポーツ施設管理士が

いてると。当然南海ビルサービスさんに替わっても

その配置というかね、こういうスポーツ施設に専門

の管理士みたいなそういう資格があるんやいうのは

ちょっと初めて知ったんですけども、そこはきっち

りこの総合運動場も武道館も配置をするっていうこ

とでよろしいですか。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 一応仕様上とい

うことになりますと、総合運動場のほうですね、ト

ラックであったり、人工芝のフィールドであったり

というところで、一定そういった人が要るのではな

いかというのも、過去からずっと公認スポーツ施設

管理士というものを配置していただいているような

ところではあるんですけれども、今回、南海ビルサ

ービスさん御提案いただく中では、一定のエリアで

すね、ほかの、例えば武道館、総合運動場も含めて

兼務するような形で、常駐ということではなくて、

そのエリアを監視する中で、その人の指導、管轄の

下、管理していくという意味で、配置をされている

というふうに聞いております。 

○山根建人委員 今もそういう管理になってるんです

か。今はミズノさんと体協さんがやってはるんです

けど。いや、だからね、何が言いたいかといったら、

管理も質が落ちたら困るんですよ。総合運動場が

1,200万円削られたから、そっちのほう、なかなか

人件費削られへんから管理のほう削ったろうみたい

なね。それで武道館と合わせてね、ペイというか、

成り立つようにしようというのでは困るんですよ。

ちょっと民間事業者の人にプレッシャーかけるみた

いで申し訳ないですけど、そういうのんではないっ

ていうことですね。今と同じ配置がされるというこ

とでよろしいですか。そういう専門の管理士の人が

いてるって言うてたのでね。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 スポーツ施設を

管理する上で、我々もやっぱり安心、安全の施設管

理っていうのはもう一番と考えております。施設を

長くいい状態で維持することも、それは当然安心、

安全というところで必要なものでありますので、現

在配置されている人数だとか、何ていうんでしょう、

資格を持った者っていうのが同じということではな

く、しっかりベースとなる施設を管理をするという

体制は組んでいただくというところで、こちらも見

ていかないといけないというふうには思っておりま

す。 

○山根建人委員 ほな、もう人員も一緒、そういう資

格を持ってる人は一緒に配置をするっていうことで

こちらは理解しておきます。きっちりチェックして

くださいね、そこも。 
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○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 人員配置、例え

ば総合運動場に何人を配置してというようなところ、

武道館に何人を配置してというようなところについ

ては、一定うちが今回仕様であったり、管理運営基

準というものを出させていただいているものを実現

いただける体制というものを事業者のほうで考えて

配置していただけるというもので考えております。

全く同じ人数、同じ体制でやるというよりは、うち

が示している質というものを実現していただくと。

その部分についてはうちでもちゃんと運営できてる

よね、ちゃんと管理できてるよねという意味ではチ

ェックしていきたいというふうに考えております。 

○山根建人委員 ちょっと曖昧になりましたよね。そ

ういうとこも、だから、ちょっとほんまにこういう

金額の面からも含めて、僕は大丈夫なのかなという

のは思います。結局、そういう人を雇うにももう人

件費がかかってきますので、結局お金なんですよね、

管理経費なんですよ。そこがすごいネックになって

きてるんじゃないかなって思うのと、総合運動場の

この指定管理者選定の概要で、これ、南海ビルサー

ビスさんの各委員さんの採点でね、地域経済の活性

化のところはオール１なんですよ。これ、何でかっ

ていったら、団体の所在地等が市内であるというこ

とで、これ体協さんが抜けちゃったから、もうこれ

オール１なんですよね。 

そういうことで、今回のいろんなもう本当に競争

原理ももう働かないようになってますし、市内のね、

地域経済の活性化が図られているのかといえば、こ

れも各委員さんも１をつけるしかないというかね、

市内企業じゃないのでね。体協さんがここに入って

たらちょっとポイントも上がってくるんだと思うん

ですけども。 

そういうことでは、本当にこの指定管理っていう

のがもうどこまでね、そういう施設管理だけも含め

てね、もう有効になってきてるのかっていうのが、

これ、やっぱりいろいろるる議論されているところ

ですけれども、問題やというふうに思いますけども、

その認識はありますか。 

○脇寺一郎都市魅力部長 委員おっしゃるように、い

ろいろな見方があるというのは認識しておりますけ

ども、まず我々は今回御提案している指定管理者の

事業者によって適切にサービスを提供できるという

形で考えております。 

○山根建人委員 だから、もう、部長が言ってるのは

もう一番の大前提なんですよ、安全に管理して、通

常運転で運営していくっていうのはね。プラス指定

管理を導入するっていうのは、やっぱりその市内企

業への発注だとか、いうたら経費の削減なんかもそ

の中に含まれてるのかもしれないですけども、競争

原理を働かせて、僕らはそう思ってないですよ、そ

ういうふうに指定管理を導入していくっていう人が

言うてはるんですけど、競争原理を働かして、より

よい企業に取ってもらうと。それによって質が上が

るんやというふうに言ってはるんですけども。本当

にそこがもう今機能しているのかなっていうのはる

る、いろんな委員さんが言うてはりますけれども、

僕もちょっとそこを疑問に思うとこです。 

  ちょっと最後に質問させていただきたいのが、浜

屋敷のとこですね。 

  ちょっと他の委員さんも触れておられましたけれ

ども、管理費がこれまでの実績の30％で、人件費が

70％の割合だというところで、修繕費が70万円とい

うことをおっしゃってました。細かい内訳はほかの

委員さんが聞いてるんでいいですけれども、先ほど

も言ってましたけど、結構、浜屋敷って昔からの建

物を改修してね、今残している歴史的なところの建

物なんですけども、修繕費が70万円、軽微なね、い

ろんなものを含めてね。僕もいろんな浜屋敷の関係

者の人から聞くと、やっぱり瓦とかでももうね、ほ

かの家ではもうあまり使ってなかったりとかして瓦

の値段とかも高騰しているっていうところでは、そ

の板のね、昔のちょっと木目調の板とか使わなあか

んとか、そういう一つ一つに結構お金がかかるんや

というふうに聞いてまして。その中でこの１年間で

ね、修繕費が軽微なやつだけでもですよ。70万円っ

ていうのはちょっと少ないんじゃないかなというの

は率直な、思ってるんですけども、その点いかがお

考えですか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 こちらの70万円

というのは指定管理料の中の20万円以下の修繕の予
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算になっておりまして、委員おっしゃいますとおり、

ちょっと壁を修繕するとか、杉板の何メートルのっ

ていうような感じになります。なので、実質20万円

以下の修繕ってそんなにないというか、少し壁を触

りますとか、屋根を触りますっていうとほとんども

う市でやってるような状態になりますので、指定管

理者のほうでは、例えば扉がガタガタしていてちょ

っとベアリングのような木製の部品を取り替えよう

かなとか、そういったようなことを主に修繕料でし

ていただいてますので、壁ですとか屋根ですとかそ

ういったところが劣化してまいりますと、やはり板

の中には土壁が入っていたりします。なので、そう

いった部分は市で持っている修繕料ですとか、お金

が足りない場合は流用して台風が来る前にやろうと

かいうような形で今までやってきております。 

○山根建人委員 ほんなら、もう70万円でも大丈夫や

ということで、もう理解させてもらっていいんです

ね。何かもう聞くところによると、何かすごいいろ

んな修理をね、やっぱり古い家なので、何ぼ改修と

かしていろんなやってても、いろんなところでがた

というか、軽微な修繕が結構かかって、そんな一個

一個の修繕ももうすごいけちるっていうたらあれで

すけど、切り詰めないとあかんということを聞いて

るんですよ。だから70万円ではちょっと少ない額じ

ゃないかなというのは、この70万円というのはもう

ずっと一緒ですか、ちょっと変わってきてるんです

か、この３年間とか、５年間とかそういうのんで。

分かりますか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 このこれからの

５年間の指定管理料の中に含む修繕料としましては

70万円で５年間積算をしております。ただ、委員に

御心配いただいているお金が足りないんじゃないか

という件につきましては、先ほど御答弁したように、

運営協議会というのを実施しております。そこで、

やった方がいいと思っていらっしゃる一覧というの

を頂きますので、その中でやはり市としても、重要

度の高いものから順番にやるというような形で、し

っかり御相談をさせていただいてこれまでやってま

いりましたので、潤沢な予算があるというわけでは

ないですけれども、市のほうでなるべく細々実施さ

せていただくですとか、そういった形で一定の修繕

のほうはできているのかなというふうに思っており

ます。 

○山根建人委員 ちょっと上がってるんですか。この

指定管理が切り替わるというか、同じ業者なんです

けど、この修繕費はずっと70万円ですか。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 指定管理者から

提出をいただいてます実績としましては、実はちょ

っと70万円以下の実績だったりというところがござ

います。それはほかにいろいろお金がかかったりで

すとか、人件費の高騰ですとか、いろんな要素があ

るとは思うんですけれども、ただ、市としては70万

円は必要だろうということで、実績どおりにすると

実はちょっと下がるんですけれども、そこはいろい

ろ工夫してやっていただいているという面から、今

回70万円での市での積算というのをしておるところ

でございます。 

○西岡友和委員長 質問の途中でありますけれども、

暫時休憩とさせていただきたいと思います。 

（午後３時８分 休憩） 

（午後３時30分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

先ほど、江口委員の質疑で保留となっておりまし

た管理経費に係る答弁を受けることにいたします。 

○岡 遥文化スポーツ推進室主幹 先ほど、江口委員

から頂いた御質問に関して、保留とさせていただい

ておりましたことにつきまして、御答弁申し上げま

す。 

  指定管理料の内訳の割合についてですけれども、

人件費が約1,900万円、割合としましては約70％、

委託料が約270万円で、割合としまして約10％、光

熱水費が約190万円で、割合としまして約７％、修

繕料その他で約360万円で、割合といたしまして約

13％となっております。よろしくお願いいたします。 

○江口礼四郎委員 ありがとうございました。 

  武道館であったり運動場だったり、前回の委員会

でも質疑させてもらいましたが、この委託に関して

は、ここのまず、浜屋敷ですかね、も同じように警

備だったり、清掃が主ですか。 
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○岡 遥文化スポーツ推進室主幹 委託料についてで

すけれども、清掃であったりとか、機械警備等の金

額になっております。 

○江口礼四郎委員 先に浜屋敷のほうだけ質問して詰

めたい、ちょっとお話しさせてください。 

  他の委員の質問もあったんですけど、運営に少し

お金がかかっている、大分負担がって言われてたん

ですが、ちょっと私が仄聞しているので確認にもな

るんですけど、ここって浜屋敷の事業は、計画書だ

ったり、報告書を見させてもらってるんですけど、

だんじり部会でしたかね、これも主の事業に入って

るんですかね。 

○關 尚子文化スポーツ推進室参事 浜屋敷のほうに

だんじりを入れる倉庫がございまして、そちらに各

町会のだんじりが、年度ごとに異なったものが格納

されまして、それを市民の皆様が見学することがで

きるということになっております。そこの倉庫の管

理につきましては指定管理内となっております。 

○江口礼四郎委員 分かりました。指定管理内でこれ

もされているということですね。 

そしたら、はい、次の質問に移ります。運動場と

武道館も指定管理者指定で上がってきまして、まず

手を挙げていただいたことに関しては、市の住民サ

ービスが止まることがないようにとは思っておりま

すし、先ほど他の委員からもありましたが、逆にし

っかりとチェックをしていただきたいなと思います。 

  委託の部分、先ほどこの浜屋敷のほうでも質問し

たんですけど、もし、出していただけるのであれば、

その武道館と運動場の委託の部分の内訳とかも教え

てもらえますか。すみません、人件費から、今、委

託料だったり光熱費、その他の管理費っていうのは

出てきましたが、出せるのであれば教えてください。 

○中嶋花苗文化スポーツ推進室長 すみません、ちょ

っとお時間かかりますので、後ほど答弁させていた

だきます。 

○江口礼四郎委員 すみません、私も確認する前に一

つ確認をしたかったことがあって、前の契約されて

たところと、今回新しくなるのかなと思うんですけ

ど、その決算の内容は、新しいとこを反映して管理

料になってるんですかね。それとも前回のを。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 前回９月定例会

のほうで上限額の増額のほうをさせていただいた中

では、今の指定管理者の決算額をベースに積算させ

ていただいたり、また見積り等も参考にさせていた

だいて、一定うちのほうからも御提案させていただ

いたものがあったというようなところでございます。

指定管理委託料ベースというところではないという

ところでございます。 

○江口礼四郎委員 すみません、僕の認識が間違えて

ました。 

  それではしっかりと、市としても、この住民サー

ビスが止まらないように、しっかりとチェックをし

ていただきながらというのを期待しています。 

以上です。 

○梶川文代委員 まず、歴史文化まちづくりセンター

と武道館と総合グラウンド、三つやね、ここ。三つ

ともの共通いうたら、もう１者のみの応募。 

  これ、ちょっとね、資料もちょっともう今回要求

して出してもらってんねんけど、総務省の自治行政

局のほうから、指定管理者制度等の運用の留意事項

についていうことで、ここにもね、うたわれてんね

ん。指定管理者応募団体の少なさ、１者のみの応募

とかね。特に、武道館と総合グラウンドについては

もう、前回ゼロやって、今回やっと１者みたいにな

ってんねんけど、より多くの団体に応募してもらえ

るような御努力というか、何かしはりましたん、工

夫みたいなんは。お聞かせください。 

○絹川和紀文化スポーツ推進室主任 応募いただける

ようにですね、第１回目で、現地説明会を開催させ

ていただいた際に、来ていただいています事業者様

に全て再公募させていただく旨、連絡させていただ

きました。 

○梶川文代委員 これ、出してもらった資料にもあん

ねんけど、例えば、周知期間を長く設定したりとか、

あと民間のノウハウをより生かすための性能発注方

式の導入とか、もちろん物価高騰の影響、これを反

映していくいうことで、ほんで、新規参入も促して

いくようなこととかやねんけど。まして募集期間も

ね、前からね、短過ぎんねやんか。 

だから、もういうたら、現指定管理者しか応募で
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きないような状況にずっとなってたかなとか思うん

で、よそが検討する暇もないような状態ね。そうい

うのもちょっと今後考えていかなあかんのん違うん

かなとか思うねんけど、今一生懸命、部長見てくれ

はりますけど、どない思わはりますか、お聞かせく

ださい。 

○脇寺一郎都市魅力部長 今回の９月定例会でも御提

案させていただいた債務負担行為の金額も含めてで

すね、今回、我々いろいろと反省する点多々ござい

ます。今回も５年という契約ございますけれども、

次回の募集の際にですね、この経験を踏まえて、少

しでも、１者でも多くの方々に応募いただくような

形に向けて検討してまいりたいと思っております。 

○梶川文代委員 ただ、全国的にもね、同じような状

況が続いてるいうこと、イコール指定管理者制度そ

のものがもうやっぱりそぐわないのかなと。その向

き、不向きなのかな、向かへんのかなと。だから、

そういう向き、不向き、是非についても、ちょっと

考える必要があるので、これはここのみならず同じ

ような状況のところもほかにもあるので、その辺り

はまた部長のほうから発信して、全庁にそれは周知

をお願いしたいんですが、いいですか。 

○脇寺一郎都市魅力部長 その辺り、今回の委員会で

出たお話をですね、行政経営部とも共有しながら、

在り方についても協議していきたい、考えていきた

いと考えております。 

○梶川文代委員 それとね、これもちょっと資料出し

てもらってんねんけど、施設使用料に係る減免基準

でね、それの２ページの共通適用事由の免除の②と

５割減額④で、要は施設の設置目的を達成するため

に組織された団体が指定管理者となっている場合に

おいて、その団体が当該施設を公共目的で使用する

とき免除。もちろんそれが参加者から料金を徴収し

ないとき免除。これが参加者から料金を徴収すると

きは５割減額ってなってんねんけど、ただね、施設

の設置目的達成するために組織された団体って、南

海ビルさんはそのために設立された会社ちゃうから、

これに相当するのかどうかも、ちょっとこの書きぶ

り的にはちょっとそごがあるんちゃうんかなと。 

  今、プールなんかもやってくれてはるよね。あれ

はサンアメニティさんと共同体か何かにしているの

かな。ほんで、前、これ南海さんは昔は体協さんと

ミズノさんと南海さんと３者でＪＶ、あんときは何

とかパートナーズみたいな名前やったから、辛うじ

てそれなんかは、そのために組織された団体という

ふうにやねんけど、もう、これ単体でこの会社名だ

けで。 

ちょっとだから、直接的におたくらが担当してい

るやつじゃないけど、やっぱちょっとこれもね、書

きぶりというか、見直しというか、誤解を招くこと

にもなるので、ちょっと考えなあかんのかなと。 

  あと、やっぱりこれ見てるとね、どうなんだろう。

要は自主事業、前回ミズノさんらの経営状態とかも

一生懸命見てたけど、自主事業も結構頑張ってはっ

て、何とかみたいなところやったけど、赤字やった

けどね。でも、やっぱりそういったこともやってい

かへんかったらあかん部分についてのことも考えて

もいかなあかんけど、やっぱりその辺り的なものも

一回ちゃんと整理もしてね、やっぱり収益もちゃん

と上げれるように、それは考えていかなあかんのん

違うんかなと。 

  やっぱり自主事業いうても、もう物販だけみたい

な状態にも相なっていくかな。それはちょっと嫌や

なっていうふうに思うので、その辺りしっかりと考

えてもらいたいんですけど、お願いできます。さっ

きから一生懸命うなずいてはるけど、小野さんら。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 委員おっしゃら

れるように、様々なニーズに応えるような自主事業

ができるよう、指定管理者に働きかけ、またはしっ

かり注視していきたいと考えております。 

○梶川文代委員 あと、あれやな、やっぱりさっきか

ら言うてはった、今総合グラウンドのほうはミズノ

さんから人を入れてもらってるからそれを引き上げ

るやろう。その後、どうすんねやって考えなあかん

し、武道館なんかは体協さんから人入れてくれては

るから、昔一緒にやっててんからね、南海さんね。

そこはまた体協さんとも話もしてもらって。ただ、

やっぱり総合グラウンドのほうはやっぱり陸連さん

とかでも協力してもらっていけるんかどうかとか。 

残念ながら、前の市民プールのときも思ってんや
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んか。サンアメニティさんと南海のときな。今回も

ほんま、南海さん単独で取ろう、単独で来てくれて

はって、それでもありがたいと思うねんけど、やっ

ぱりちょっとその辺り、専門的な部分のところがち

ょっと不安かなっていうところは正直、失礼かもし

れないけどあるので、ただ体協さんらと一緒にやっ

てた間に蓄積されて得られた知識とか経験、それに

プラスのものがあってでないと、今後、ちょっと不

安は残るのかなと思うんで、その辺り的にはどうな

の。担当のほうは何か考えてんの。やっぱり補完す

るための何か策みたいな。あるのかないのかをまず

お聞かせください。 

○中嶋花苗文化スポーツ推進室長 補完するものとい

うのは現時点で具体的なものというのは明確にござ

いませんが、これまで指定管理者がやってきていた

だいた業務というものを、今回、御可決いただきま

したら、引継ぎの際にですね、業務を継続できるも

のは継続した上で、よりよい在り方を考えていきた

いというふうに考えております。 

○梶川文代委員 いや、昔やってはったね、経験があ

るからね、むげに今回、反対とまではよう言わんけ

ど、ちょっと今の答弁頼りないわ。やっぱりな、そ

こんところは、いや、もうはっきり言うて、もうこ

んな１者しか来てない、しかも単独１者で、はっき

り言って指定管理者制度そのものの崩壊を目の当た

りにしているような状態でもあるのよ。もう、そこ

ら辺はやっぱり考えていかなあかんと思う。ね、部

長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 現段階でまだお認めいただ

いていただいてない中で、具体的に申し上げるのは

ちょっと私どもちょっとしんどいなというとこでご

ざいます。１か所、皆様からは不安という言葉を頂

いておりますんで、その不安をしっかり受け止めて

ですね、４月にはしっかり市民サービス提供できる

ように取り組んでいきたいということが現時点で私

が申し上げられることかなと考えております。 

○梶川文代委員 じゃあ、もう最後、ちょっと歴史文

化まちづくりセンターについて。 

  これこそがね、これこそもうＮＰＯ立ち上げて、

そのために地域住民も含めてみんなでこうやろうと

いうことでしてくれはったこのまちづくり協会さん。

これを何で公募にせなあかんのって思うぐらい、さ

っきの市民ホールとかと見比べると。もう実際ずっ

と、だから、この人らでないとできないよ、ここで

これっていうのは。もうはっきり言って実証済みや

と思う、この間に。 

だから正直、その公募にする意味もちょっと私は

もうないなって思うし、それこそ指定管理者制度そ

のもの的なもんも含めて、これまでのことも振り返

ってみて、今後どういうふうに気持ちよく、５年に

一回替えられるかもしれへんねんみたいなことを思

わせながらやっていただくっていうのも嫌やなとか

思って。それこそ指定管理者制度のことも、その是

非も考えなあかんしっていう。もう本当、その時期

に到達してんのやないかなと私は思うんですが、御

見解をお聞かせください。部長にお伺いします。 

○脇寺一郎都市魅力部長 非常に大きい課題を頂いた

と認識しておりますし、今、私が即答で何をします

というのも正直、大き過ぎてなかなか答えられない

状況でございますけれども、こういった委員会の中

でですね、御意見頂戴したことはしっかりと胸に受

け止めてですね、今後取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○梶川文代委員 最後、昨日も何かどんな御質問され

ますかとかっていうて、何かそわそわしながら聞き

に来はった人、そこに並んではんねんけど、そのと

きに私、宿題として来年１月１日から始まるような

取適法のことと、あと、内閣官房と公正取引委員会

が出しているこの労務費の適切な転嫁のための価格

交渉に関する指針についてと、それと総務省の自治

行政局から出ている通知、頭たたき込んどきやとい

うことを申し入れてはおきましたんで、そういった

こともしっかりと加味しながら、今後、やはり原課

発の言葉ってすごく基本、重たくあるべきなんです

よ。上から、ぼん言われるよりはね。だから、その

辺りはちゃんと含んでやっていってもらえたらなと

いうことを申し上げておきます。 

○後藤久美子副委員長 私からは最後なんで、意見的

な感じになるかもしれないんですけど、まず、今回

の指定管理者の募集に当たって手を挙げてくださっ
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た業者の方々に感謝申し上げたいなと思います。 

  武道館と総合運動場におきまして、市民のスポー

ツや交流の大切な器を担っていただける意思を示し

ていただいたことっていうのは、もう本当大変心強

く思っているところでございます。 

  指定管理者として選定された南海ビルサービス株

式会社につきまして、質が担保されないのではない

かとの御意見がこの委員会で出ましたけれども、事

業実績についてなんですが、この評価点集計表を見

ますと、本市の市内の施設の設置目的に関連した事

業などの実績があることのところに関しては、確か

に点数としては低めな感じやなとは私も思ってるん

ですが、これ、南海ビルサービス株式会社の取引先

をいろいろ見てますとですね、例えば泉佐野市市民

総合体育館であったりとか、スポーツ施設っていう

のを管理されている、要するに、ほかの自治体でも

管理をされているっていうのと、コナミスポーツと

かとも取引先連携があるっていうところとかもちょ

っと拝見しておりまして、単なるビル管理会社だか

ら質が落ちるっていう感じではないのではないかと

か、事実に基づくものとは言い難いのじゃないかな

というふうに私は思ってるんですけど。こういう実

績とかっていうのは市はどういうふうに今見られて

るんでしょうか。本市、市内のみの評価になってる

けれども、別に市外の事業実績っていうのはあるか

と思うので、この場で一応それはお話しいただけた

らと思うんですけど、その辺りは事業実績とか、一

応は調べて契約というか、されるんですよね、一応

確認をしたいんですけど。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 今回、南海ビル

サービスさん、応募いただきまして、ここ配点の部

分で、市民のスポーツ推進に関する事業や活動の市

内での実績があるというところ、３点というふうに

はなっておるかと思うんですが、この項目に関して

は３点満点中３点という形になっております。現に、

すみません、ちょっと分かりにくいんですけれども、

このア、イ含めての５点ということになってますの

で、市民のスポーツ推進に関する事業や活動の市内

での実績というところは一応３点配点のうち３点と

なっております。現に、市民プールであったり、勤

労者会館で、もちろん他市でも実績おありです。そ

の中でもプールとかでも、様々な種目についての自

主事業なんかも実施されておるというところで、ソ

フト、ハード両面管理していただいてる実績はある

というふうに担当としても認識しております。 

○後藤久美子副委員長 ３点満点中の３点というのを

分からなかったので、今お聞かせいただきましてあ

りがとうございます。市民の皆さんにとって大切な

公共施設になるかなとは思いますので、運営者が何

ていうのかな、替わることへの不安を払拭できるよ

うな制度面と実績の両面からも丁寧に進めていって

いただきたいなという思いでおりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。意見といたします。 

○西岡友和委員長 ほかに質問はありませんでしょう

か。よろしいでしょうか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第112号から議案第114号ま

でに対する質疑は終了いたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長  それでは、続きまして、議案第

112号 吹田歴史文化まちづくりセンターの指定管

理者の指定についてを議題として討論を行います。 

  意見を受けることにいたします。 

○梶川文代委員 歴史文化まちづくりセンターの指定

管理者候補者である、特定非営利活動法人吹田歴史

文化まちづくり協会さんは、この間、ずっとこのセ

ンターの指定管理をされ、当初から十二分に尽くし、

自分たちの実力も発揮して今日に至っている。それ

らの実績等も考慮してであるが、今回もこの１団体

しか応募がなかったっていうことであれば、どこも

ここには太刀打ちできないといった意味合いもある

のかなとは思います。 

ただ、やはり本当にこれまでずっと頑張ってくだ

さっていて、この方たちに代わる団体はもうないだ

ろうという判断をしてもいいんじゃないかなと。 

  そういうことから、公募ではなく、もうこの方た

ちにお任せする、また質問の中でも申し上げており

ますが、指定管理者制度そのものの崩壊に近いよう

な状況に今なっているんじゃないかという状態の中

で、指定管理者制度に向くのか、向かないのか、指



校正前原稿のため、正式な委員会記録ではありません。 

－ 42 － 

定管理そのものの是非等も含めて、やはり考えてい

くべきだと思います。 

  今回こちらに指定管理をお任せするということに

ついては何ら異議はございません。しかしながら、

その中の算定された数字の根拠等については、やは

りもっと皆さんの意見と、もっと自主事業等を気持

ちよくやっていただく、また施設管理をしていただ

くというような意味においては、まだ不十分じゃな

いかなと思う部分があるということを指摘として申

し上げ、しっかりとこの団体の皆様のお声を聞いて、

今よりももっといろんなことをやっていただけるよ

うな、そういうものにできるようにしていただきた

いということを意見として申し上げておきます。 

○西岡友和委員長 ほかに発言はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第112号を採決します。 

  議案第112号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第112号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続いて、議案第113号 吹田市立

武道館の指定管理の指定についてを議題とし、討論

を行います。 

  意見を受けることにします。 

○梶川文代委員 吹田市立武道館の指定管理者の指定

について、この後に討論・採決される総合運動場の

指定管理者の指定についても同意見であるというこ

とをまずは申し上げ、意見を申し述べていきます。 

  まず、やっぱり応募団体が１団体であった。これ

はもう全国的にこのような状況が続いているという

ことから、指定管理の是非も問われているという状

況であるということですが、やはりそれに対して応

募期間、周知期間が短いとか、様々こちらの、いう

たら、適切な価格転嫁等ができていなかったという

ことであったりとか、これまでの数年間、赤字を生

ませてしまっていた、指定管理者に。そういったも

のやなんかもあるんじゃないかなと。 

だから、これについても、今後、このようなこと

を繰り返さないようにしっかりと、また来年から始

まる取適法においては、一方的な代金決定等は禁止

事項となっております。この予算しかないですみた

いなことを言うと、それを押しつけるような形にな

って一方的な代金決定ということにみなされてしま

い、その禁止事項に抵触する可能性もあるので、十

二分に気をつけていただきたい。 

  大きく方向転換のときに来ているんじゃないかな

と思うので、根本的な部分もこのままでいいという

ような漫然としたことを繰り返すようなことなく、

しっかりと考えることをしていただきたい。現段階

においてはこの方式しかないということにおいての

み、反対はいたしませんけれども、またこの団体さ

んの能力について、はっきり言ったら、天下りのよ

うな団体みたいなとこなんかよりは本当に優秀な団

体さんやと私は思っておりますので、ただ、これま

で培った経験等もしっかりと生かし、それを積み上

げていただけるように、万全な体制を整えていただ

くようお願いを申し上げておきます。 

○西岡友和委員長 ほかに発言はありませんでしょう

か。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第113号を採決いたします。 

  議案第113号を承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議案第113号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 続きまして、議案第114号 吹田

市立総合運動場の指定管理者の指定についてを議題

とし、討論を行います。 

  意見を受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で討論を終了します。 

  これより議案第114号を採決します。 

  議案第114号を承認することに御異議ありません

か。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案第114号は承認されました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 以上で、文教市民常任委員会を閉

会いたします。 

（午後４時２分 閉会） 


